
警
察
本
部

会
津
若
松
警
察

署
大
規
模
改
修

工
事

警
察
本
部

い
わ
き
中
央
警

察
署
大
規
模
改

修
工
事

対
象
機
関
及
び

工
事
名

福
島
県
監
査
委
員

平
成
19年

11月
12日

平
成
19年

12月
20日

実
施
年
月
日

小
桧
山
善
継

加
藤
雅
美

担
当
監
査
委
員

音
高
純
夫

�
野
宏
之

書
面
監
査

書
面
監
査

実
施
方
法

平
成
19年

10月
18日

平
成
19年

８
月
１
日

職
員
調
査
年
月
日

県
北
建
設
事
務

所県
営
住
宅
全
面

改
善
(�

�
15

号
棟
)
工
事

小
名
浜
港
湾
建

設
事
務
所

港
湾
環
境
整
備

工
事
(倉
庫
改

修
)

喜
多
方
工
業
高

等
学
校

喜
多
方
工
業
高

校
(第
２
棟
)

耐
震
改
修
工
事

梁
川
高
等
学
校

梁
川
高
校
大
規

模
改
造
内
部
１

期
工
事

須
賀
川
高
等
学

校須
賀
川
高
校
大

規
模
改
造
内
部

２
期
工
事

い
わ
き
中
央
警

察
署
い
わ
き
中
央
警

察
署
好
間
駐
在

所
改
築
工
事

警
察
本
部

会
津
若
松
警
察

署
大
規
模
改
修

工
事

警
察
本
部

い
わ
き
中
央
警

察
署
大
規
模
改

修
工
事

工
事
名

平
成
19年

12月
20日

平
成
20年

１
月
18日

平
成
19年

11月
12日

平
成
19年

12月
21日

平
成
19年

12月
20日

平
成
19年

12月
20日

平
成
19年

11月
12日

平
成
19年

12月
20日

実
施
年
月
日

小
桧
山
善
継

小
桧
山
善
継

加
藤
雅
美

加
藤
雅
美

小
桧
山
善
継

加
藤
雅
美

小
桧
山
善
継

加
藤
雅
美

担
当
監
査
委
員

音
高
純
夫

音
高
純
夫

�
野
宏
之

�
野
宏
之

音
高
純
夫

�
野
宏
之

音
高
純
夫

�
野
宏
之

書
面
監
査

実
地
監
査

書
面
監
査

実
地
監
査

書
面
監
査

書
面
監
査

書
面
監
査

書
面
監
査

実
施
方
法

平
成
19年

12月
５
日

平
成
19年

９
月
７
日

平
成
20年

１
月
11日

平
成
19年

７
月
６
日

平
成
19年

11月
２
日

平
成
19年

８
月
30日

平
成
19年

12月
13日

平
成
19年

５
月
24日

平
成
19年

11月
９
日

平
成
19年

６
月
15日

平
成
19年

11月
21日

平
成
19年

10月
18日

平
成
19年

８
月
１
日

職
員
調
査
年
月
日

監
査
公
表
第
４
号

地
方
自
治
法
(昭
和
22年
法
律
第
67号
)
第
199条

の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
定
期
監
査
の
結
果
は
､

次
の
と
お
り
で
す
｡

平
成
20年
３
月
18日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美

福
島
県
監
査
委
員
音
高
純
夫

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

１
監
査
実
施
期
間
平
成
19年
11月
12日
～
平
成
20年
１
月
18日

２
監
査
対
象
機
関
本
庁
２
箇
所
及
び
公
所
６
箇
所

３
監
査
の
結
果

監
査
は
､
平
成
19会
計
年
度
に
施
工
す
る
建
築
工
事
及
び
当
該
建
築
物
に
附
帯
す
る
設
備
工
事
に

つ
い
て
実
施
し
た
｡

○
指
導
事
項
と
し
た
も
の
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
｡

対
象
工
事
名
：
い
わ
き
中
央
警
察
署
大
規
模
改
修
工
事

�
建
築
工
事
に
お
い
て
､
鉄
筋
及
び
鉄
骨
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
が
発
生
し
た
場
合
に
は
､
ス
ク
ラ
ッ

プ
控
除
を
マ
イ
ナ
ス
で
計
上
す
べ
き
と
こ
ろ
を
プ
ラ
ス
で
計
上
し
た
た
め
､
過
大
積
算
と
な
っ
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２
)
任
意
団
体
へ
の
今
後
の
支

援
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て

１
)
任
意
団
体
へ
の
県
の
支
援

等
の
状
況
に
つ
い
て

着
眼

点

�
県
の
任
意
団
体
に
対
す
る
支
援
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
見

直
し
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
か

�
社
会
経
済
情
勢
等
の
変
化
を
踏
ま
え
た
今
後
の
方
向
性
は

ど
う
か

�
任
意
団
体
に
対
す
る
人
的
支
援
は
適
切
で
あ
る
か

�
県
費
支
出
に
係
る
事
務
等
は
適
切
で
あ
る
か

�
諸
規
程
の
整
備
及
び
団
体
運
営
等
は
適
切
で
あ
る
か

�
県
と
任
意
団
体
と
の
事
務
区
分
は
明
確
で
あ
る
か

主
な

検
証

事
項

て
い
る
｡

�
照
明
器
具
設
置
及
び
分
電
盤
設
置
工
事
の
歩
掛
り
の
採
用
を
誤
り
､
過
大
及
び
過
少
積
算
と

な
っ
て
い
る
｡

(警
察
本
部
：
実
施
年
月
日
平
成
19年
12月
20日
)

対
象
工
事
名
：
梁
川
高
校
大
規
模
改
造
内
部
１
期
工
事

�
工
事
の
設
計
単
価
が
県
の
土
木
・
建
築
関
係
事
業
単
価
表
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
､

特
殊
な
場
合
を
除
き
単
価
決
定
資
料
の
採
用
順
位
は
､
①
物
価
資
料
､
②
見
積
書
の
順
と
さ

れ
て
い
る
が
､
一
般
的
な
学
校
用
曲
面
黒
板
の
単
価
を
物
価
資
料
に
よ
ら
ず
､
割
高
な
見
積

書
で
決
定
し
た
た
め
過
大
積
算
と
な
っ
て
い
る
｡

(梁
川
高
等
学
校
：
実
施
年
月
日
平
成
19年
12月
21日
)

対
象
工
事
名
：
喜
多
方
工
業
高
校
(第
２
棟
)
耐
震
改
修
工
事

�
耐
震
改
修
工
事
に
お
い
て
､
耐
震
ブ
レ
ー
ス
(鉄
骨
枠
付
き
筋
交
い
)
の
四
隅
の
無
収
縮
モ

ル
タ
ル
を
重
複
し
て
計
上
し
た
た
め
､
過
大
積
算
と
な
っ
て
い
る
｡

(喜
多
方
工
業
高
等
学
校
：
実
施
年
月
日
平
成
19年
11月
12日
)

○
検
討
事
項
と
し
た
も
の
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
｡

対
象
工
事
名
：
喜
多
方
工
業
高
校
(第
２
棟
)
耐
震
改
修
工
事

�
耐
震
ブ
レ
ー
ス
に
カ
バ
ー
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
求
め
た
｡

耐
震
ブ
レ
ー
ス
の
上
下
両
面
に
､
集
成
材
の
ブ
レ
ー
ス
カ
バ
ー
を
設
置
す
る
設
計
と
な
っ
て

い
る
が
､
安
全
面
や
清
掃
の
容
易
さ
を
考
慮
し
て
も
ブ
レ
ー
ス
カ
バ
ー
が
必
要
か
ど
う
か
検

討
を
要
す
る
｡

(喜
多
方
工
業
高
等
学
校
：
実
施
年
月
日
平
成
19年
11月
12日
)

対
象
工
事
名
：
港
湾
環
境
整
備
工
事
(倉
庫
改
修
)

�
倉
庫
の
改
修
設
計
内
容
に
検
討
を
求
め
た
｡

①
ト
イ
レ
の
排
気
を
中
間
フ
ァ
ン
と
ダ
ク
ト
を
用
い
て
妻
側
壁
上
部
か
ら
行
う
こ
と
と
し
て

い
る
が
､
ダ
ク
ト
の
延
長
距
離
が
長
く
効
率
的
な
設
計
と
な
っ
て
い
な
い
｡
②
休
憩
ス
ペ
ー

ス
に
設
置
す
る
固
定
の
木
製
ベ
ン
チ
は
檜
を
使
用
す
る
設
計
と
な
っ
て
い
る
が
､
使
用
勝
手

を
考
慮
し
て
も
高
価
な
檜
に
す
る
必
要
性
に
乏
し
い
｡
③
和
式
ト
イ
レ
の
便
器
を
床
面
か
ら

30cm
高
い
位
置
に
設
置
す
る
設
計
と
な
っ
て
い
る
が
､
極
力
段
差
の
解
消
を
図
る
べ
き
で

あ
る
｡

(小
名
浜
港
湾
建
設
事
務
所
：
実
施
年
月
日
平
成
20年
１
月
18日
)

対
象
工
事
名
：
県
営
住
宅
全
面
改
善
(�

�
15号
棟
)
工
事

�
外
壁
改
修
の
使
用
材
料
に
検
討
を
求
め
た
｡

外
壁
改
修
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
中
性
化
防
止
剤
を
使
用
す
る
設
計
と
な
っ
て
い
る
が
､
築
後

32年
を
経
過
し
た
現
在
に
お
い
て
､
ほ
と
ん
ど
中
性
化
が
進
行
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
､
中

性
化
防
止
剤
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
を
要
す
る
｡

(県
北
建
設
事
務
所
：
実
施
年
月
日
平
成
19年
12月
20日
)

上
記
以
外
の
監
査
対
象
機
関
の
対
象
工
事
の
執
行
は
､
適
正
と
認
め
ら
れ
た
｡

監
査
公
表
第
５
号

地
方
自
治
法
(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
､
行
政
監
査
を
執
行
し

た
結
果
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
｡

平
成
20年
３
月
18日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美

福
島
県
監
査
委
員
音
高
純
夫

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

第
１
行
政
監
査
の
概
要

１
行
政
監
査
の
テ
ー
マ

１
)
監
査
テ
ー
マ

県
の
庁
舎
内
に
事
務
局
を
置
く
任
意
団
体
に
つ
い
て

(注
)
県
の
庁
舎
と
は
､
県
本
庁
舎
､
県
合
同
庁
舎
､
県
立
学
校
､
警
察
署
等
の
県
有
の

建
物
(施
設
)
を
い
う
｡

２
)
選
定
理
由

本
県
で
は
､
平
成
18年
３
月
に
策
定
し
た
｢う
つ
く
し
ま
行
財
政
改
革
大
綱
｣
に
基
づ
き
､

公
社
等
外
郭
団
体
及
び
第
三
セ
ク
タ
ー
の
見
直
し
や
そ
の
実
行
・
進
行
管
理
を
進
め
て
い
る
が
､

県
の
庁
舎
内
に
事
務
局
を
置
く
任
意
団
体
に
つ
い
て
は
､
そ
の
全
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
｡こ
の
た
め
､
こ
れ
ら
の
任
意
団
体
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
､
県
の
人
的
､
財
政

的
支
援
等
が
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
監
査
を
行
い
､
県
の
行
財
政
改
革
の
推
進

に
資
す
る
｡

２
監
査
の
着
眼
点
及
び
そ
の
主
な
検
証
事
項

３
監
査
の
対
象

１
)
監
査
対
象
機
関
(監
査
対
象
団
体
)

行
政
監
査
の
実
施
に
先
立
っ
て
行
っ
た
調
査
で
報
告
の
あ
っ
た
県
の
庁
舎
内
に
事
務
局
を
置
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知
事

部
局

区
分

生
活

環
境

部

企
画

調
整

部

総
務

部

知
事

直
轄

11 8 0 2 55

本
庁

0 0 21

110

出
先
機
関
等

11 8 21 2

165

合
計

知
事
部
局

区
分

合
計

警
察

本
部

教
育

委
員

会

議
会

事
務

局

企
業

局

知
事
直
轄

土
木

部

農
林

水
産

部

商
工

労
働

部

保
健

福
祉

部

生
活

環
境

部

企
画

調
整

部

総
務

部

知
事

直
轄2

165

団
体
数

0 31

10年
未
満

60 0 3 1 1 16 9 6 3 11 8 0 2

1 91

10年
以
上

30年
未
満

463

116

237 0 2 32 8 47 0 0 21

1 37

30年
以
上

50年
未
満

0 5

50年
以
上

523

116

240 1 1 18 41 14 50 11 8 21 20 1

不
明

く
任
意
団
体
523団

体
の
中
か
ら
､
監
査
対
象
団
体
と
し
て
60団

体
を
選
定
し
､
そ
の
団
体
を

所
管
す
る
所
属
を
監
査
対
象
機
関
と
し
た
｡

２
)
選
定
理
由

県
の
人
的
､
財
政
的
支
援
等
の
状
況
､
団
体
の
設
立
経
過
年
数
､
決
算
規
模
等
を
考
慮
し
､

監
査
対
象
が
特
定
の
執
行
機
関
等
や
同
種
の
団
体
に
偏
在
し
な
い
よ
う
全
体
的
な
調
整
を
図
り

な
が
ら
選
定
し
た
｡

４
監
査
の
実
施
方
法

１
)
対
象
年
度
：
平
成
18年
度

２
)
実
施
期
間
：
平
成
19年
４
月
か
ら
平
成
20年
３
月
ま
で

３
)
監
査
の
方
法

監
査
対
象
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
た
調
書
等
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
た
事
務
局
職
員
に
よ
る
調
査

結
果
を
踏
ま
え
､
監
査
委
員
の
書
面
に
よ
る
監
査
を
実
施
し
た
｡

な
お
､
監
査
対
象
団
体
に
対
す
る
関
係
人
調
査
は
､
事
務
局
職
員
に
よ
る
調
査
に
併
せ
て
実

施
し
た
｡

第
２
県
に
事
務
局
を
置
く
団
体
の
概
要

平
成
19年

度
行
政
監
査
の
実
施
に
先
立
ち
､
県
の
庁
舎
内
に
事
務
局
を
置
く
任
意
団
体
の
組
織
や

運
営
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
､
県
の
全
て
の
執
行
機
関
等
を
対
象
に
事
前
に
調
査
を
行
っ
た
｡
こ

の
調
査
に
お
い
て
､
県
の
執
行
機
関
等
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
団
体
の
概
要
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

１
県
の
執
行
機
関
等
別
団
体
の
状
況

県
の
執
行
機
関
等
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
団
体
数
は
523団

体
で
､
う
ち
本
庁
が
60団

体
､
出
先

機
関
等
が
463団

体
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
団
体
は
､
官
民
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
た
め
の
も
の
､

国
等
へ
の
要
望
活
動
を
行
う
た
め
の
も
の
､
県
の
事
務
事
業
を
支
援
す
る
た
め
の
も
の
等
そ
の
設

立
目
的
は
様
々
で
あ
る
｡

執
行
機
関
等
別
に
は
､
教
育
委
員
会
が
240団

体
で
最
も
多
く
､
次
い
で
警
察
本
部
が
116団

体
と
な
っ
て
お
り
､
そ
の
多
く
が
､
教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
県
立
学
校
の
PTA､

同
窓
会
や
文
化

体
育
等
後
援
会
､
警
察
本
部
に
お
い
て
は
警
察
署
の
交
通
安
全
協
会
や
地
区
防
犯
協
会
連
合
会
で

あ
る
｡
こ
の
結
果
､
教
育
委
員
会
と
警
察
本
部
が
併
せ
て
356団

体
と
な
り
､
全
体
の
2/3以

上
を
占
め
て
い
る
｡

表
１
県
の
執
行
機
関
等
別
団
体
の
状
況

(単
位
：
団
体
)

２
設
立
後
の
経
過
年
数
別
の
状
況

設
立
後
の
経
過
年
数
別
の
団
体
数
は
､
設
立
後
10年
以
上
30年
未
満
が
233団

体
と
最
も
多
く
､

次
い
で
30年

以
上
50年

未
満
が
165団

体
､
50年

以
上
経
過
し
て
い
る
の
も
59団

体
に
上
っ
て
い

る
｡
特
に
､
設
立
後
50年
以
上
経
過
し
て
い
る
団
体
は
､
教
育
委
員
会
や
警
察
本
部
の
関
連
団
体

に
多
く
､
こ
れ
ら
は
PTA､

文
化
体
育
等
後
援
会
及
び
同
窓
会
や
地
区
防
犯
協
会
連
合
会
等
で
あ

る
｡こ
の
よ
う
に
設
立
後
10年

以
上
経
過
し
て
い
る
団
体
が
457団

体
で
全
体
の
87.4％

を
占
め
る

こ
と
か
ら
､
ひ
と
た
び
団
体
が
設
立
さ
れ
る
と
､
そ
の
後
､
比
較
的
長
期
に
わ
た
り
存
続
・
活
動

し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
｡

な
お
､
経
過
年
数
が
不
明
な
12団
体
は
､
設
立
年
次
が
古
く
､
設
立
に
関
す
る
資
料
が
残
っ
て

い
な
い
た
め
に
不
明
と
報
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

表
２
設
立
後
の
経
過
年
数
別
の
状
況
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区
分

合
計

警
察
本
部

教
育
委
員
会

議
会
事
務
局

企
業

局

知
事
部
局

区
分

土
木
部

農
林
水
産
部

商
工
労
働
部

保
健
福
祉
部

生
活
環
境
部

企
画
調
整
部

総
務
部

知
事
直
轄

団
体
数

523

116

240 1 1 18 41 14 50 11 8 21 2

165

団
体
数

う
ち
県
職
員

就
任
団
体
数

54 6 17 0 0 2 6 4 16 1 1 1 0 31

10年
未
満

役
員
等
数

233 48 92 1 1 11 21 9 23 6 6 14 1 91

10年
以
上

30年
未
満

う
ち

県
職
員
数

165 42 86 0 0 4 12 1 9 4 0 6 1 37

30年
以
上

50年
未
満

１
人 一
団
体
当
た
り
の
県
職
員
の
就
任
者
数

２
人

59 19 35 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 5

50年
以
上

３
人
４
人

12 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

不
明５
人

以
上

合
計

警
察
本
部

教
育
委
員
会

議
会
事
務
局

企
業

局

知
事
部
局

区
分

土
木
部

農
林
水
産
部

商
工
労
働
部

保
健
福
祉
部

生
活
環
境
部

企
画
調
整
部

総
務
部

知
事
直
轄

523

116

240 1 1 18 41 14 50 11 8 21 2

165

団
体
数

309 45

185 0 1 17 9 8 20 9 7 7 1 78

う
ち
県
職
員

就
任
団
体
数

12,456

4,511

5,126 12 4

226

356

184

920

339

155

598 25

2,803

役
員
等
数

1,066 83

774 0 1 46 24 21 37 30 29 18 3

208

う
ち

県
職
員
数

128 21 65 0 1 8 6 4 16 4 0 3 0 41

１
人 一
団
体
当
た
り
の
県
職
員
の
就
任
者
数

62 10 38 0 0 3 2 3 1 1 2 2 0 14

２
人

53 14 29 0 0 3 0 0 1 2 3 0 1 10

３
人

18 0 15 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3

４
人

48 0 38 0 0 3 1 1 1 1 2 1 0 10

５
人

以
上

３
県
職
員
の
団
体
役
員
等
へ
の
就
任
状
況

団
体
の
会
長
､
理
事
長
､
理
事
､
監
事
等
の
役
員
等
に
就
任
し
て
い
る
特
別
職
を
含
む
県
職
員

は
1,066人

で
､
全
体
の
約
６
割
に
当
た
る
309団

体
に
就
任
し
て
い
る
｡
こ
の
う
ち
､
県
職
員
が

１
人
就
任
し
て
い
る
団
体
が
128団

体
(41.4％

)
と
最
も
多
く
､
次
い
で
２
人
就
任
し
て
い
る

団
体
が
62団
体
(20.1％

)
､
５
人
以
上
就
任
し
て
い
る
団
体
も
48団
体
と
な
っ
て
い
る
｡
特
に
､

PTAの
よ
う
に
県
職
員
(教
員
等
)
も
構
成
員
と
し
て
多
数
参
加
す
る
場
合
や
団
体
の
活
動
が
横

断
的
で
県
の
複
数
の
部
署
に
関
係
す
る
場
合
に
､
多
数
の
県
職
員
が
就
任
し
て
い
る
｡

な
お
､
県
職
員
が
役
員
等
に
就
任
し
て
い
る
団
体
の
平
均
就
任
者
数
は
3.4人

で
あ
る
｡

表
３
県
職
員
の
団
体
役
員
等
へ
の
就
任
状
況

４
県
職
員
の
団
体
事
務
へ
の
従
事
状
況

団
体
の
事
務
に
従
事
す
る
県
職
員
は
1,293人

で
､
全
体
の
約
2/3に

あ
た
る
358団

体
で
そ
の

事
務
に
従
事
し
て
い
る
｡

ま
た
､
県
職
員
が
１
人
従
事
し
て
い
る
団
体
が
96団

体
(26.8％

)
で
最
も
多
く
､
次
い
で
５

人
以
上
従
事
し
て
い
る
団
体
95団
体
(26.5％

)
と
な
っ
て
い
る
｡

な
お
､
県
職
員
が
事
務
に
従
事
し
て
い
る
団
体
の
平
均
従
事
者
数
は
3.6人

で
あ
る
｡

表
４
県
職
員
の
団
体
事
務
へ
の
従
事
状
況
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合
計

警
察
本
部

教
育
委
員
会

議
会
事
務
局

企
業

局

知
事
部
局

区
分

土
木
部

農
林
水
産
部

商
工
労
働
部

保
健
福
祉
部

生
活
環
境
部

企
画
調
整
部

総
務
部

知
事
直
轄

523

116

240 1 1 18 41 14 50 11 8 21 2

165

団
体
数

358 30

186 1 1 18 30 10 40 11 8 21 2

140

う
ち
県
職
員

従
事
団
体
数

1,798

234

964 5 7 76

105 48

138 66 65 76 14

588

職
員
数

1,293 46

757 5 7 73 68 41 90 53 64 76 13

478

う
ち

県
職
員
数

96 17 34 0 0 2 22 2 16 0 0 3 0 45

１
人 一
団
体
当
た
り
の
県
職
員
の
従
事
者
数

63 10 33 0 0 0 3 0 12 1 0 4 0 20

２
人

51 3 26 0 0 5 2 3 8 2 0 2 0 22

３
人

53 0 34 0 0 7 0 2 2 2 0 5 1 19

４
人

95 0 59 1 1 4 3 3 2 6 8 7 1 34

５
人

以
上

知
事

部
局

区
分

合
計

1,000万
円
以
上

500万
円
以
上
1,000万

円
未
満

100万
円
以
上
500万

円
未
満

50万
円
以
上
100万

円
未
満

50万
円
未
満

区
分
(支
出
決
算
額
)

農
林

水
産

部

商
工

労
働

部

保
健

福
祉

部

生
活

環
境

部

企
画

調
整

部

総
務

部

知
事

直
轄

4 3 0 8 6 0 1 28

本
庁 523 88 94

200 54 87

団
体
数

8 0 8 0 0 3 19

出
先
機
関
等

12 3 8 8 6 3 1 47

合
計

５
平
成
18年
度
決
算
の
規
模
別
状
況

平
成
18年
度
決
算
の
規
模
別
状
況
は
､
団
体
の
支
出
決
算
額
100万

円
以
上
500万

円
未
満
の
団

体
が
最
も
多
く
200団

体
(38.2％

)
で
､
次
い
で
500万

円
以
上
1,000万

円
未
満
の
94団

体
(18.0％

)
と
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
比
較
的
財
政
規
模
の
大
き
い
1,000万

円
以
上
の
団
体
が
88

団
体
(16.8％

)
に
も
上
っ
て
い
る
｡
な
お
､
１
団
体
当
た
り
の
平
均
支
出
決
算
額
は
4,775千

円
で
あ
る
｡

表
５
平
成
18年
度
決
算
の
規
模
別
状
況

第
３
監
査
の
結
果
と
意
見

１
監
査
対
象
団
体
の
概
要

事
前
の
調
査
で
報
告
の
あ
っ
た
523団

体
の
中
か
ら
選
定
さ
れ
た
監
査
対
象
団
体
(60団

体
)

の
概
要
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

１
)
県
の
執
行
機
関
等
別
団
体
の
状
況

監
査
対
象
団
体
の
執
行
機
関
等
別
の
状
況
は
表
６
の
と
お
り
で
､
本
庁
が
31団
体
､
出
先
機

関
等
が
29団
体
で
あ
る
｡

表
６
監
査
対
象
団
体
の
執
行
機
関
等
別
の
状
況

(単
位
：
団
体
)
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合
計

警
察
本
部

教
育
委
員
会

企
業

局

知
事
部
局

区
分

合
計

警
察

本
部

教
育

委
員

会

企
業

局

土
木

部

農
林

水
産

部

商
工

労
働

部

保
健

福
祉

部

生
活

環
境

部

60 4 8 1 47

団
体
数

31 0 2 1 6 4 3 0 8

10 0 1 0 9

10年
未
満

23 1 2 1 19

10年
以
上

30年
未
満

29 4 6 0 0 8 0 8 0

21 2 2 0 17

30年
以
上

50年
未
満

60 4 8 1 6 12 3 8 86 1 3 0 2

50年
以
上

合
計

警
察
本
部

教
育
委
員
会

企
業
局

知
事
部
局

区
分

合
計

警
察
本
部

教
育
委
員
会

企
業

局

知
事
部
局

区
分60 4 8 1 47

団体数

14 3 3 0 8

う
ち
専
任

職
員
従
事

団
体
数 60 4 8 1 47

団
体
数

52 2 8 1 41

う
ち
県
職

員
従
事
団

体
数

43 1 8 1 33

う
ち
県
職
員

就
任
団
体
数322 10 48 7

257

職員数

1,291

111

276 4

900

役
員
等
数

22 6 3 0 13

う
ち
専
任

職
員
数

263 4

113 1

145

う
ち

県
職
員
数262 3 40 7

212

う
ち

県
職
員
数

12 0 2 1 9

１
人 一
団
体
当
た
り
の
県
職
員
の
就
任
者
数

9 1 0 0 8

１
人

一
団
体
当
た
り
の
県
職
員
の
従
事
者
数

8 0 1 0 7

２
人6 1 2 0 3

２
人

8 0 2 0 6

３
人4 0 1 0 3

３
人

3 1 0 0 2

４
人4 0 1 0 3

４
人

12 0 3 0 9

５
人
以
上29 0 4 1 24

５
人

以
上

２
)
設
立
後
の
経
過
年
数
別
の
状
況

監
査
対
象
団
体
の
設
立
後
の
経
過
年
数
別
の
団
体
数
は
表
７
の
と
お
り
で
､
10年
未
満
が
10

団
体
､
10年
以
上
が
50団
体
で
あ
る
｡

表
７
監
査
対
象
団
体
の
設
立
後
の
経
過
年
数
別
団
体
数

３
)
県
職
員
の
団
体
役
員
等
へ
の
就
任
状
況

県
職
員
の
監
査
対
象
団
体
役
員
等
へ
の
就
任
状
況
は
表
８
の
と
お
り
で
､
う
ち
役
員
等
に
就

任
し
て
い
る
県
職
員
は
43団
体
に
263人

と
な
っ
て
い
る
｡

表
８
県
職
員
の
監
査
対
象
団
体
役
員
等
へ
の
就
任
状
況

４
)
県
職
員
の
団
体
事
務
へ
の
従
事
状
況

県
職
員
の
監
査
対
象
団
体
事
務
へ
の
従
事
状
況
は
表
９
の
と
お
り
で
､
う
ち
団
体
事
務
に
従

事
し
て
い
る
県
職
員
は
､
52団
体
に
262人

と
な
っ
て
い
る
｡

表
９
県
職
員
の
監
査
対
象
団
体
事
務
へ
の
従
事
状
況

５
)
平
成
18年
度
決
算
の
規
模
別
状
況

監
査
対
象
団
体
の
平
成
18年
度
決
算
額
の
規
模
別
状
況
は
､
表
10の
と
お
り
で
あ
る
｡

表
10
監
査
対
象
団
体
の
平
成
18年
度
決
算
の
規
模
別
状
況
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合
計

1,000万
円
以
上

500万
円
以
上
1,000万

円
未
満

100万
円
以
上
500万

円
未
満

50万
円
以
上
100万

円
未
満

50万
円
未
満

区
分
(支
出
決
算
額
)

60 12 12 11 4 21

団
体
数

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
を
受
け
た
団
体

区
分

使
用
許
可
を
受
け
た
団
体
の
使
用
料
免
除
の
状
況

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
手
続
き

区
分

う
ち
管
理
経
費
負
担
の
状
況

10 12

有

9 12

有

2

無

3 2

無

46

不
要

２
団
体
に
対
す
る
執
務
場
所
等
の
提
供
に
つ
い
て

１
)
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
等

団
体
が
専
任
職
員
の
執
務
場
所
や
事
務
用
備
品
の
設
置
場
所
､
あ
る
い
は
所
有
車
両
の
駐
車

場
等
と
し
て
行
政
財
産
で
あ
る
県
の
庁
舎
や
敷
地
等
を
使
用
す
る
場
合
､
団
体
は
､
地
方
自
治

法
(昭
和
22年

４
月
17日

法
第
67号

)
第
238条

の
４
第
７
項
及
び
福
島
県
公
有
財
産
規
則

(平
成
３
年
３
月
30日
福
島
県
規
則
第
23号
)
第
32条
の
規
定
に
基
づ
き
､
行
政
財
産
の
目
的

外
使
用
許
可
(以
下
｢使
用
許
可
｣
と
い
う
｡
)
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
｡

ま
た
､
使
用
許
可
を
受
け
た
団
体
は
､
福
島
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
(昭
和
39年
４
月
１

日
福
島
県
条
例
第
23号
)
の
規
定
に
基
づ
き
､
使
用
料
を
県
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

な
お
､
使
用
目
的
が
公
用
､
公
共
用
若
し
く
は
公
益
事
業
等
の
用
に
供
す
る
場
合
に
は
､
使
用

料
の
全
部
又
は
一
部
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
監
査
し
た
結

果
及
び
そ
れ
に
対
す
る
意
見
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

【
結
果
】

ア
使
用
許
可
の
手
続
き
の
状
況
は
表
11の
と
お
り
で
あ
る
｡
専
任
職
員
の
執
務
場
所
を
確
保

す
る
等
の
た
め
使
用
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
団
体
は
14団
体
で
､
う
ち
使
用
許
可
を
受

け
た
団
体
は
12団
体
で
あ
る
｡
残
り
の
２
団
体
は
､
使
用
許
可
を
受
け
た
他
の
団
体
の
専
任

職
員
が
兼
務
し
て
団
体
事
務
を
処
理
し
て
い
る
た
め
､
使
用
許
可
を
受
け
る
必
要
が
な
い
も

の
と
判
断
し
て
､
当
該
団
体
に
係
る
使
用
許
可
の
手
続
き
を
行
っ
て
い
な
い
｡

イ
団
体
の
事
務
局
を
規
約
で
別
の
場
所
に
定
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
事
務
局
を
担
う

県
職
員
の
便
宜
上
､
当
該
職
員
の
職
場
を
事
実
上
の
事
務
局
と
し
て
い
る
｡

ウ
使
用
許
可
を
受
け
た
12団
体
の
使
用
目
的
は
､
全
て
専
任
職
員
の
執
務
場
所
と
し
て
使
用

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
な
お
､
こ
の
う
ち
１
団
体
に
つ
い
て
は
､
団
体
が
所
有
す
る

車
両
を
駐
車
・
保
管
す
る
た
め
､
敷
地
の
使
用
許
可
を
併
せ
て
受
け
て
い
る
｡

エ
使
用
許
可
を
受
け
た
12団
体
の
う
ち
９
団
体
は
､
公
益
事
業
の
用
に
供
す
る
場
合
に
該
当

し
､
行
政
財
産
の
使
用
料
の
全
部
が
免
除
さ
れ
た
｡

表
11
使
用
許
可
の
手
続
き
の
状
況

(単
位
：
団
体
)

【
意
見
】

(改
善
を
要
す
る
事
項
)

ア
団
体
の
専
任
職
員
が
複
数
の
団
体
を
兼
務
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
､
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
が

使
用
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
､
県
は
､
当
該
団
体
に
対
し
使
用
許
可
の
手
続

き
を
行
う
よ
う
､
指
導
す
べ
き
で
あ
る
｡

(資
料
番
号
：
35､58)

イ
県
は
､
規
約
で
定
め
て
い
る
場
所
を
事
務
局
と
す
る
よ
う
指
導
す
べ
き
で
あ
る
｡
な
お
､

団
体
の
全
て
の
事
務
を
県
職
員
が
行
う
た
め
に
占
用
面
積
が
発
生
せ
ず
､
使
用
許
可
を
受
け

る
必
要
が
な
い
団
体
で
あ
っ
て
も
､
県
は
､
県
の
庁
舎
内
に
事
務
局
を
置
く
こ
と
の
是
非
を

検
討
の
う
え
､
適
切
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
｡

(資
料
番
号
：
51)

２
)
使
用
許
可
に
伴
う
管
理
経
費
の
負
担

使
用
許
可
を
受
け
た
団
体
は
､
前
述
の
使
用
料
の
他
に
､
福
島
県
公
有
財
産
規
則
第
38条
の

規
定
に
よ
り
使
用
許
可
に
係
る
行
政
財
産
に
附
帯
す
る
電
気
､
ガ
ス
､
水
道
等
の
設
備
の
使
用

に
必
要
な
経
費
(以
下
｢管
理
経
費
｣
と
い
う
｡
)
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
な
お
､

県
立
学
校
に
PTAや

学
校
教
育
関
係
団
体
の
事
務
局
を
設
置
す
る
場
合
等
に
は
､
管
理
経
費
の

全
部
又
は
一
部
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
監
査
し
た
結
果
は
､

次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

【
結
果
】

使
用
許
可
を
受
け
た
12団
体
の
う
ち
管
理
経
費
を
負
担
し
て
い
る
団
体
は
10団
体
で
あ
り
､

他
の
２
団
体
は
県
立
学
校
に
事
務
局
を
置
く
PTA等

で
､
軽
減
措
置
に
よ
り
無
償
と
な
っ
て
い

る
｡
表
12
管
理
経
費
の
負
担
状
況

(単
位
：
団
体
)
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物
品
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
団
体

区
分

う
ち
貸
付
け
手
続
き
を
行
っ
て
い
る
団
体

1 1

有

0

無

合
計

警
察
本
部

教
育
委
員
会

企
業

局

知
事
部
局

区
分

土
木
部

農
林
水
産
部

商
工
労
働
部

保
健
福
祉
部

生
活
環
境
部

企
画
調
整
部

総
務
部

知
事
直
轄

263 4

113 1 34 19 14 7 28 27 13 3

145

団
体
役

員
等
に

就
任
す

る
県
職

員
数

241 4

112 1 31 19 11 7 23 18 13 2

124

う
ち
他
団
体

事
務
へ
の
従

事
承
認
を
必

要
と
す
る
者

の
数

117 4 35 0 11 14 8 6 17 12 10 0 78

う
ち
他
団
体

事
務
へ
の
従

事
手
続
き
を

行
っ
て
い
な

い
者
の
数

262 3 40 7 26 40 18 11 44 52 13 8

212

団
体
事
務
に

従
事
す
る
県

職
員
数
(全

員
が
従
事
承

認
を
必
要
と

す
る
｡
)

69 3 15 0 4 5 6 7 24 0 5 0 51

う
ち
他
団
体

事
務
へ
の
従

事
手
続
き
を

行
っ
て
い
な

い
者
の
数

３
)
県
有
物
品
の
貸
付
け

団
体
が
県
有
物
品
の
貸
付
け
を
受
け
る
場
合
に
は
､
財
産
の
交
換
､
譲
与
､
無
償
貸
付
け
等

に
関
す
る
条
例
(昭
和
39年
４
月
１
日
福
島
県
条
例
第
22号
)
第
７
条
及
び
福
島
県
財
務
規
則

第
156条

の
規
定
に
基
づ
き
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま

え
て
監
査
し
た
結
果
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

【
結
果
】

県
有
物
品
の
貸
付
け
を
受
け
た
団
体
は
１
団
体
で
､
机
､
椅
子
及
び
ロ
ッ
カ
ー
を
無
償
で
借

り
受
け
て
い
た
｡
な
お
､
貸
付
け
に
係
る
手
続
き
は
､
適
正
に
行
わ
れ
て
い
た
｡

表
13
県
有
物
品
の
貸
付
け
状
況

(単
位
：
団
体
)

３
団
体
に
対
す
る
県
の
人
的
支
援
に
つ
い
て

１
)
県
職
員
が
団
体
の
事
務
に
従
事
す
る
場
合
の
基
本
的
な
取
扱
い

県
職
員
が
勤
務
時
間
内
に
他
の
団
体
の
事
務
に
従
事
す
る
よ
う
な
行
為
は
､
公
務
員
の
基
本

的
な
義
務
の
一
つ
で
あ
る
職
務
に
専
念
す
る
義
務
(公
務
優
先
の
原
則
)
に
抵
触
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
法
律
や
条
例
に
特
別
な
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
､
通

常
､
職
務
命
令
か
､
職
務
専
念
義
務
の
免
除
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
許
さ
れ
て
い
る
｡

本
県
に
お
い
て
は
､
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
(昭
和
26年
福
島
県
条

例
第
11号
)
第
２
条
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
､
知
事
部
局
で
は
福
島
県
職
員
服
務
規

程
(昭
和
52年
３
月
22日
訓
令
第
２
号
)
や
福
島
県
職
員
服
務
規
程
運
用
方
針
(昭
和
52年
３

月
24日
52人
第
68号
総
務
部
長
通
知
)
､
企
業
局
で
は
福
島
県
企
業
職
員
の
給
与
､
勤
務
時
間

そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
程
(昭
和
44年
４
月
１
日
福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
３
号
)､

教
育
委
員
会
で
は
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
(平
成
15年
３
月
28日
教
育
委
員
会
訓
令
第
12

号
)
及
び
福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
(昭
和
46年
３
月
26日
教
育
委
員
会
規

則
第
９
号
)
､
警
察
本
部
は
福
島
県
警
察
の
処
務
に
関
す
る
訓
令
(平
成
5年
３
月
16日

県
警

察
本
部
訓
令
第
８
号
)
(以
下
｢服
務
規
程
等
｣
と
い
う
｡
)
の
中
に
､
そ
れ
ぞ
れ
他
の
団
体

の
事
務
へ
の
従
事
の
承
認
(以
下
｢従
事
承
認
｣
と
い
う
｡
)
の
手
続
き
や
そ
の
具
体
的
な
取

扱
い
が
定
め
ら
れ
て
い
る
｡

２
)
県
職
員
の
団
体
の
役
職
員
へ
の
就
任
・
従
事
状
況

１
)
の
基
本
的
な
取
扱
い
を
踏
ま
え
て
､
県
職
員
の
団
体
の
役
職
員
へ
の
就
任
・
従
事
に
つ

い
て
監
査
し
た
結
果
及
び
そ
れ
に
対
す
る
意
見
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

【
結
果
】

ア
団
体
の
役
員
等
に
就
任
し
て
い
る
特
別
職
を
含
む
県
職
員
は
263人

で
あ
る
が
､
従
事
承

認
の
手
続
き
を
必
要
と
す
る
県
職
員
は
241人

で
あ
り
､
そ
の
う
ち
従
事
承
認
を
受
け
て
い

る
の
は
124人

で
､
従
事
承
認
の
手
続
き
を
行
わ
な
い
で
役
員
等
に
就
任
し
て
い
る
者
が
全

体
の
48.5％

に
当
た
る
117人

に
も
上
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
団
体
の
事
務
に
従
事
し
て
い
る

県
職
員
は
262人

で
あ
り
､
そ
の
う
ち
承
認
を
得
て
い
る
の
は
193人

で
､
従
事
承
認
の
手
続

き
を
行
わ
な
い
で
事
務
に
従
事
し
て
い
る
者
が
69人

(26.3％
)
と
な
っ
て
い
る
｡

県
の
規
則
､
訓
令
や
規
程
上
､
団
体
の
役
員
等
に
就
任
し
た
り
､
そ
の
事
務
に
従
事
す
る

際
に
は
､
従
事
承
認
の
手
続
き
を
行
う
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
1/3を

超
え
る
186

人
の
県
職
員
が
そ
の
承
認
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
｡
こ
の
う
ち
､
今
回
監
査
を
行
っ
た
警
察

本
部
関
係
の
団
体
事
務
に
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
､
書
類
上
､
従
事
承
認
の
手
続
き
を

確
認
で
き
な
か
っ
た
｡

表
14
県
職
員
の
団
体
役
員
等
へ
の
就
任
・
従
事
状
況
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合
計

警
察
本
部

教
育
委
員
会

企
業

局

263 4

113 1

241 4

112 1

117 4 35 0

262 3 40 7

69 3 15 0

合
計

1,000時
間
以
上

500時
間
以
上
1,000時

間
未
満

300時
間
以
上
500時

間
未
満

100時
間
以
上
300時

間
未
満

50時
間
以
上
100時

間
未
満

10時
間
以
上
50時
間
未
満

10時
間
未
満

区
分

52 0 2 4 14 5 17 10

団
体

数

100.0

0.0

3.9

7.7

26.9

9.6

32.7

19.2

構
成
比
％

イ
平
成
18年

度
に
団
体
に
従
事
し
た
県
職
員
の
年
間
総
従
事
時
間
数
(概
数
)
は
､
48,896

時
間
､
従
事
し
て
い
る
県
職
員
一
人
当
た
り
平
均
約
93時
間
と
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
団
体

毎
に
当
該
団
体
に
従
事
す
る
県
職
員
一
人
当
た
り
の
年
間
平
均
従
事
時
間
数
を
み
る
と
､
県

職
員
が
従
事
し
て
い
る
52団

体
の
う
ち
､
10時

間
以
上
50時

間
未
満
の
団
体
が
ほ
ぼ
1/3に

当
た
る
17団
体
､
次
い
で
100時

間
以
上
300時

間
未
満
の
団
体
が
14団
体
と
な
っ
て
い
る
｡

年
間
300時

間
以
上
の
団
体
も
６
団
体
に
も
上
り
､
最
も
多
い
団
体
で
は
900時

間
を
超
え
る

も
の
が
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
､
県
職
員
の
年
間
勤
務
時
間
(40時

間
/週
×
52週

/年
＝
2,080

時
間
と
し
て
)
の
４
割
を
超
え
る
よ
う
な
従
事
時
間
数
に
当
た
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
県
職
員

の
年
間
勤
務
時
間
の
４
割
を
超
え
る
よ
う
な
時
間
で
あ
っ
て
も
他
団
体
事
務
へ
の
従
事
が
認

め
ら
れ
て
い
る
の
に
は
､
従
事
承
認
を
行
う
場
合
､
勤
務
時
間
の
一
部
が
こ
れ
に
割
か
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
､
こ
れ
ま
で
当
該
団
体
と
の
関
わ
り
や
責
任
の
程
度
に
お
い
て
県
の
本
来
業

務
の
遂
行
に
支
障
を
来
さ
な
い
か
否
か
を
判
断
し
て
き
た
が
､
そ
の
判
断
に
必
要
な
具
体
的

な
基
準
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
､
ま
た
､
当
該
職
員
の
従
事
(予
定
)
時
間
数
を
判
断
の

資
料
と
し
て
求
め
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
､
承
認
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

ウ
県
職
員
の
他
団
体
事
務
へ
の
従
事
に
関
し
団
体
の
業
務
に
着
目
し
て
み
る
と
､
｢県
の
本

来
業
務
｣
と
同
一
視
で
き
る
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
る
団
体
が
あ
り
､
こ
の
よ
う
な
団
体
で

は
県
職
員
の
従
事
時
間
が
比
較
的
長
い
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
県
が
本
来
行

う
べ
き
業
務
を
団
体
の
活
動
を
通
じ
て
行
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
､
あ
る
面
､
や
む
を
得
な

い
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
一
方
､
本
県
に
お
い
て
は
､
前
述
の
よ
う
な
業
務
で
あ
っ
て
も
そ
の

業
務
内
容
の
如
何
を
問
わ
ず
､
県
職
員
が
県
と
は
別
の
組
織
で
あ
る
他
団
体
の
事
務
に
従
事

す
る
場
合
､
従
事
承
認
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
､
そ
の
効
果
と
し
て
､
従
事
承
認
を

受
け
て
当
該
団
体
の
事
務
に
従
事
す
る
と
き
に
は
､
職
務
専
念
義
務
の
免
除
の
承
認
が
あ
っ

た
も
の
と
同
じ
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
県
職
員
が
県
の
本
来
業
務
と
同
一
視
で
き
る
事
務
に
従
事
す
る
場
合
で
あ
っ

て
も
､
県
と
は
別
の
他
団
体
の
事
務
に
従
事
す
る
と
き
に
は
､
一
様
に
､
職
務
専
念
義
務
の

免
除
の
承
認
と
同
じ
効
果
が
発
生
す
る
､
従
事
承
認
の
手
続
き
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
制
度
の
運
用
に
は
､
職
員
の
服
務
上
の
取
扱
い
と
し
て
検
討
の
余
地
が
あ
る
｡

エ
ひ
と
た
び
他
団
体
事
務
の
従
事
承
認
が
な
さ
れ
る
と
､
従
事
す
る
県
職
員
が
替
わ
っ
て
も

団
体
に
大
き
な
事
情
変
更
が
な
い
限
り
､そ
れ
以
降
､
当
該
団
体
に
係
る
従
事
承
認
の
審
査

が
形
式
的
に
行
わ
れ
､
実
質
的
に
従
事
承
認
の
手
続
き
自
体
が
形
骸
化
し
て
い
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
た
｡

オ
団
体
の
役
員
に
就
任
し
､
又
は
事
務
に
従
事
す
る
県
職
員
が
､
そ
の
性
格
は
不
明
で
あ
る

が
､
報
酬
を
受
領
し
て
い
た
｡

表
15
県
職
員
一
人
当
た
り
の
年
間
平
均
従
事
時
間
(団
体
別
)

(注
)
60団
体
の
う
ち
､
県
職
員
が
役
職
員
と
し
て
従
事
し
て
い
る
団
体
数
：
52団
体

【
意
見
】

県
職
員
が
他
団
体
事
務
に
従
事
す
る
場
合
に
は
､
必
ず
従
事
承
認
の
手
続
き
を
行
う
必
要
が

あ
る
が
､
多
く
の
県
職
員
が
手
続
き
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
､
手
続
き
を
行
わ
ず
に

従
事
し
て
い
る
県
職
員
が
い
る
所
属
に
あ
っ
て
は
､
速
や
か
に
手
続
き
を
行
う
よ
う
､
所
属
職

員
を
指
導
す
べ
き
で
あ
る
｡

(改
善
又
は
検
討
を
要
す
る
事
項
)

ア
県
職
員
が
他
団
体
事
務
に
従
事
す
る
場
合
､
営
利
企
業
等
従
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

報
酬
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
､
県
は
､
改
め
て
職
員
へ
制
度
の
周
知
を
図
る
必

要
が
あ
る
｡

(資
料
番
号
：
53)

イ
近
年
の
従
事
承
認
の
手
続
き
を
書
面
上
確
認
で
き
な
か
っ
た
警
察
本
部
を
始
め
と
す
る
各

執
行
機
関
等
の
管
理
者
に
あ
っ
て
は
､
改
め
て
制
度
内
容
を
組
織
内
に
周
知
し
､
県
職
員
が

他
団
体
事
務
に
従
事
す
る
場
合
に
は
､
洩
れ
な
く
､
手
続
き
が
行
わ
れ
る
よ
う
､
徹
底
す
べ

き
で
あ
る
｡

(人
事
Ｇ
､
警
務
課
､
教
育
庁
総
務
企
画
Ｇ
)

ウ
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
､
県
の
庁
舎
内
に
事
務
局
を
置
く
任
意
団
体
が
多
種
多
様

化
し
､
県
の
業
務
と
の
関
係
や
県
職
員
の
支
援
に
つ
い
て
も
様
々
な
形
態
が
見
ら
れ
る
中
で
､

本
県
で
は
昭
和
52年
以
来
､
県
職
員
が
他
団
体
の
事
務
に
従
事
す
る
場
合
に
は
､
一
律
､
従
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事
務
決
裁
規
程

規
約
・
会
則
等

区
分

5 60

整
備
済
み

55 0

未
整
備

60 60

計

合
計

1,000万
円
以
上

500万
円
以
上
1,000万

円
未
満

100万
円
以
上
500万

円
未
満

50万
円
以
上
100万

円
未
満

10万
円
以
上
50万
円
未
満

10万
円
未
満

区
分

19 0 2 6 3 2 6

団体数 負
担
金31,876 0

14,998

14,064

2,099

406

309

金
額

7 0 0 6 0 0 1

団体数 補
助
金12,347 0 0

12,271 0 0 76

金
額

2 0 0 2 0 0 0

団体数 交
付
金2,790 0 0

2,790 0 0 0

金
額

3 1 0 1 1 0 0

団体数 委
託
料19,841

15,102 0

4,057

682 0 0

金
額

31 1 2 15 4 2 7

団体数 合
計66,854

15,102

14,998

33,182

2,781

406

385

金
額

事
承
認
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
が
､
現
在
､
そ
の
取
扱
い
の
基
準

に
具
体
性
を
欠
い
て
い
た
り
､
実
態
を
反
映
し
て
い
な
い
取
扱
い
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
､

ま
た
､
従
事
承
認
の
手
続
き
そ
の
も
の
が
形
骸
化
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
､

取
扱
い
の
基
準
を
見
直
し
､
実
効
性
の
あ
る
制
度
運
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
｡

(人
事
Ｇ
)

３
)
団
体
事
務
と
県
の
事
務
と
の
区
分

団
体
事
務
が
県
の
庁
舎
内
で
行
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
､
団
体
と
県
と
は
別
の
組
織
で
あ
る

こ
と
か
ら
､
団
体
事
務
が
県
の
事
務
と
明
確
に
区
分
さ
れ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
監

査
を
行
っ
た
｡
そ
の
結
果
及
び
そ
れ
に
対
す
る
意
見
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

【
結
果
】

ア
規
約
・
会
則
等
は
､
60団
体
全
て
に
お
い
て
整
備
さ
れ
て
い
た
｡

な
お
､
団
体
の
設
立
目
的
や
取
り
組
む
べ
き
事
業
に
関
す
る
規
定
が
抽
象
的
で
分
か
り
に

く
い
も
の
が
あ
っ
た
｡

イ
団
体
の
事
務
は
､
お
お
む
ね
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
が
､
一
部
の
団
体

に
､
事
務
決
裁
手
続
き
が
県
の
職
制
で
行
わ
れ
た
り
､
団
体
の
業
務
に
関
し
必
要
な
助
言
を

す
る
｢顧
問
｣
の
立
場
に
あ
る
県
職
員
が
団
体
の
事
務
決
裁
に
関
わ
る
等
の
職
務
と
団
体
事

務
を
混
同
し
て
い
る
例
が
認
め
ら
れ
た
｡

ウ
団
体
の
通
帳
､
団
体
印
及
び
通
帳
印
を
他
団
体
事
務
に
従
事
す
る
以
外
の
県
職
員
が
保
管
・

管
理
す
る
等
､
県
職
員
と
団
体
職
員
の
立
場
を
混
同
し
て
い
る
例
が
認
め
ら
れ
た
｡

表
16
団
体
の
規
約
等
の
整
備
状
況

(単
位
：
団
体
)

【
意
見
】

団
体
の
事
務
局
が
県
の
庁
舎
内
に
あ
っ
た
と
し
て
も
､
団
体
と
県
と
は
別
の
組
織
で
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
､
県
は
､
団
体
の
事
務
を
必
要
以
上
に
支
援
し
た
り
､
県
の
事
務
と
渾
然
一
体
と

し
て
処
理
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
､
職
員
を
指
導
す
べ
き
で
あ
る
｡
ま
た
､
県
は
､
事
務
の
執

行
に
必
要
な
規
程
等
の
整
備
に
つ
い
て
団
体
を
指
導
す
べ
き
で
あ
る
｡

４
団
体
に
対
す
る
県
費
支
出
事
務
等
に
つ
い
て

１
)
県
費
支
出
の
状
況

県
か
ら
負
担
金
､
補
助
金
等
の
財
政
的
支
援
や
事
務
事
業
の
委
託
を
受
け
て
い
る
団
体
は
､

27団
体
で
､
県
費
支
出
額
の
総
計
は
66,854千

円
と
な
っ
て
い
る
｡

な
お
､
そ
の
種
別
内
訳
は
､
表
17の
と
お
り
で
あ
る
｡

表
17
県
費
支
出
の
状
況

(単
位
：
千
円
)

(注
)
県
費
支
出
を
受
け
て
い
る
27団
体
の
う
ち
､
２
団
体
が
２
種
類
､
１
団
体
が
３
種
類
の

県
費
支
出
を
受
け
て
い
る
た
め
､
団
体
数
は
延
べ
数
で
計
上
し
て
い
る
｡

２
)
県
費
支
出
事
務

ア
補
助
金
及
び
交
付
金
の
交
付
事
務

補
助
金
及
び
交
付
金
の
交
付
事
務
に
つ
い
て
､
交
付
要
綱
等
が
的
確
に
整
備
さ
れ
て
い
る

か
､
補
助
事
業
等
の
履
行
確
認
､
検
査
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
等
を
､
交
付
を
受
け
て

い
る
団
体
の
事
業
執
行
状
況
を
確
認
し
た
上
で
監
査
を
行
っ
た
｡
そ
の
結
果
及
び
そ
れ
に
対

す
る
意
見
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

【
結
果
】

ア
)
県
の
補
助
金
交
付
要
綱
に
補
助
対
象
事
業
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
､
そ
の
規
定
の

仕
方
が
抽
象
的
で
不
明
確
で
あ
る
た
め
､
事
務
的
な
経
費
も
含
め
て
補
助
対
象
経
費
と
し

て
取
扱
わ
れ
て
い
た
｡

イ
)
県
の
補
助
金
交
付
要
綱
に
再
補
助
を
認
め
る
規
定
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
補
助
を

受
け
た
団
体
が
地
域
の
類
似
団
体
に
再
補
助
を
行
う
と
と
も
に
､
県
は
､
そ
の
再
補
助
に

係
る
事
業
実
績
の
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
｡

ウ
)
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
団
体
が
補
助
金
を
含
む
予
算
の
一
部
を
傘
下
の
支
部
に
配
分

し
た
が
､
県
は
､
支
部
に
配
分
さ
れ
た
予
算
に
係
る
事
業
実
績
の
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
｡

エ
)
交
付
金
の
交
付
を
受
け
た
団
体
が
当
該
交
付
金
の
一
部
を
傘
下
の
支
部
に
配
分
し
た
と

こ
ろ
､
交
付
基
準
を
定
め
る
こ
と
も
な
く
市
町
村
へ
再
交
付
を
行
っ
た
支
部
が
あ
っ
た
｡

ま
た
､
県
は
､
支
部
に
配
分
し
た
交
付
金
に
係
る
事
業
実
績
に
つ
い
て
充
分
な
確
認
を
行
っ

て
い
な
い
｡
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合
計

繰越金あり 繰
越
金
な
し 区

分

1,000万
円
以
上

500万
円
以
上
1,000万

円
未
満

100万
円
以
上
500万

円
未
満

50万
円
以
上
100万

円
未
満

50万
円
未
満

27 0 0 8 8 8 3

団
体
数

23,576 0 0

17,187

5,380

1,009 0

繰
越
金
額

(単
位
：
千
円
)

9 0 0 5 0 4 0

繰
越
金
額
≧

県
費
支
出
額

の
団
体
数

1 0 0 1 0 0 0

う
ち
繰
越
金

額
≧
支
出
決

算
額
の
団
体

数

【
意
見
】

(改
善
を
要
す
る
事
項
)

ア
)
補
助
対
象
事
業
を
､
補
助
金
交
付
要
綱
に
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
｡

(資
料
番
号
：
８
､
９
)

イ
)
県
が
再
補
助
を
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
､
県
の
補
助
金
交
付
要
綱
に
規
定
し
て
､
適

正
に
行
う
こ
と
｡

(資
料
番
号
：
９
)

ウ
)
補
助
事
業
等
の
実
績
に
係
る
確
認
は
､
団
体
傘
下
の
支
部
へ
配
分
し
た
予
算
の
執
行
分

も
含
め
て
行
う
こ
と
｡

(資
料
番
号
：
14)

エ
)
県
が
交
付
金
の
再
交
付
を
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
､
県
の
交
付
金
交
付
要
綱
に
規
定

し
､
適
正
に
行
う
こ
と
｡
ま
た
､
県
は
､
支
部
に
配
分
し
た
交
付
金
に
係
る
事
業
実
績
に

つ
い
て
充
分
な
確
認
を
行
う
こ
と
｡

(資
料
番
号
：
24)

イ
負
担
金
の
支
出
事
務

負
担
金
の
支
出
事
務
に
つ
い
て
､
そ
の
手
続
き
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
､
負
担
金
の

支
出
根
拠
は
適
切
か
等
を
､
支
出
を
受
け
て
い
る
団
体
の
事
業
執
行
状
況
を
確
認
し
た
上
で

監
査
を
行
っ
た
｡
そ
の
結
果
及
び
そ
れ
に
対
す
る
意
見
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

【
結
果
】

負
担
金
支
出
の
手
続
き
に
関
し
て
は
お
お
む
ね
適
正
に
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
が
､

負
担
金
の
積
算
根
拠
が
明
確
に
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
､
当
該
負
担
金
の
交
付
の
必
要
性
及
び

額
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
例
が
見
受
け
ら
れ
た
｡

特
に
､
あ
る
団
体
に
お
い
て
は
､
市
長
会
及
び
町
村
会
か
ら
｢翌
年
度
の
活
動
に
必
要
な

繰
越
金
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
､
市
町
村
の
負
担
金
の
徴
収
を
認
め
な
い
｡
｣
旨
の

通
知
を
受
け
､
市
町
村
か
ら
会
費
を
徴
収
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
県
は
､
負
担
金

支
出
の
必
要
性
を
十
分
検
討
す
る
こ
と
な
く
､
例
年
ど
お
り
支
出
し
た
｡

【
意
見
】

負
担
金
の
支
出
は
､
支
出
を
受
け
る
団
体
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
､
県
内
部
の
決
裁
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
が
､
県
は
､
積
算
根
拠
等
判
断
に
必
要
な
資
料
を
団
体
か
ら
求
め
､
負
担
金
の

支
出
の
必
要
性
や
額
の
妥
当
性
等
を
検
証
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡

(改
善
を
要
す
る
事
項
)

県
は
､
負
担
金
の
支
出
に
当
た
り
､
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
十
分
検
討
し
､
適
切
に
対

応
す
る
こ
と
｡

(資
料
番
号
：
１
)

ウ
委
託
料
の
支
出
事
務

団
体
へ
の
事
業
委
託
に
伴
う
委
託
料
の
支
出
事
務
に
つ
い
て
､
契
約
の
手
続
き
が
適
正
に

行
わ
れ
て
い
る
か
､
成
果
の
確
認
及
び
事
後
評
価
は
行
わ
れ
て
い
る
か
等
を
､
委
託
を
受
け

て
い
る
団
体
の
事
務
執
行
状
況
を
確
認
の
上
で
監
査
を
行
っ
た
｡
そ
の
結
果
は
､
次
の
と
お

り
で
あ
る
｡

【
結
果
】

委
託
料
の
支
出
事
務
に
つ
い
て
､
お
お
む
ね
適
正
に
事
務
処
理
が
行
わ
れ
た
｡

３
)
繰
越
金
の
状
況

県
費
支
出
を
受
け
て
い
る
団
体
の
繰
越
金
の
状
況
に
つ
い
て
､
団
体
の
決
算
状
況
や
財
政
支

援
の
必
要
性
等
を
踏
ま
え
調
査
し
た
｡
そ
の
結
果
及
び
そ
れ
に
対
す
る
意
見
は
､
次
の
と
お
り

で
あ
る
｡

【
結
果
】

県
費
支
出
を
受
け
て
い
る
27団
体
の
繰
越
金
の
保
有
状
況
は
表
18の
と
お
り
で
あ
り
､
そ
の

う
ち
繰
越
金
を
有
す
る
団
体
は
24団
体
､
繰
越
金
の
総
額
は
23,576千

円
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
は
､
各
団
体
が
将
来
の
会
員
数
減
に
よ
る
収
入
減
に
備
え
る
た
め
や
特
定
行
事
開
催

に
積
立
て
る
た
め
､
あ
る
い
は
次
年
度
の
活
動
資
金
の
確
保
が
で
き
る
ま
で
の
つ
な
ぎ
資
金
に

充
て
る
た
め
等
団
体
の
様
々
な
事
情
で
､
予
算
の
一
部
を
翌
年
度
に
繰
り
越
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
団
体
の
う
ち
､
県
費
支
出
額
よ
り
繰
越
金
が
多
い
の
が
９
団
体
､
更
に
繰
越
金
が

団
体
の
支
出
決
算
額
を
超
え
る
の
が
１
団
体
で
あ
る
｡

表
18
繰
越
金
の
状
況

【
意
見
】

団
体
が
資
金
の
一
部
を
翌
年
度
へ
繰
り
越
す
こ
と
は
､
あ
る
程
度
や
む
を
得
な
い
こ
と
と
思

わ
れ
る
｡
ま
た
､
繰
越
金
の
是
非
を
論
ず
る
際
に
は
､
団
体
の
経
費
節
減
等
の
結
果
と
認
め
ら

れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
､
単
に
金
額
の
多
寡
だ
け
を
捉
え
て
論
ず
べ
き
で
は
な
い
が
､
団

体
の
繰
越
金
は
､
会
員
か
ら
の
会
費
や
そ
の
原
資
を
税
と
す
る
県
や
市
町
村
の
負
担
金
等
の
収

入
か
ら
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
､
そ
の
額
は
団
体
の
継
続
的
か
つ
安
定
的
な
運

営
に
必
要
な
程
度
に
止
め
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
｡
し
か
し
､
県
等
か
ら
負
担
金
や
補
助
金
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区
分

経
理

規
程

区
分

団
体
数

7

整
備
済
み預
金
通
帳

等
を
保
有

す
る
団
体

53

未
整
備施
錠
可
能

保
管
場
所

60

計

施
錠
不
可
能 整
備
済
み
に
は
､
県
規
則
の

準
用
規
定
含
む
｡

備
考

一
部
施
錠

通
帳
・
銀

行
印
同
一

管
理

合
計

警
察
本
部

教
育
委
員
会

企
業

局

知
事
部
局

区
分

60 4 8 1 47

団
体
数

58 4 8 1 45

預
金
通
帳

等
を
保
有

す
る
団
体

56 4 8 1 43

施
錠
可
能

保
管
場
所0 0 0 0 0

施
錠
不
可
能

2 0 0 0 2

一
部
施
錠

24 4 1 1 18

通
帳
・
銀

行
印
同
一

管
理

等
の
財
政
的
支
援
を
受
け
る
団
体
の
中
に
､
多
額
の
繰
越
金
を
有
す
る
団
体
が
見
受
け
ら
れ
る

こ
と
か
ら
､
団
体
を
所
管
す
る
所
属
は
､
財
政
的
支
援
の
必
要
性
等
も
含
め
て
検
証
し
､
慎
重

に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
｡

(検
討
を
要
す
る
事
項
)

県
が
厳
し
い
財
政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
る
中
､
多
額
の
繰
越
金
を
有
す
る
団
体
が
見
受

け
ら
れ
る
実
態
を
踏
ま
え
､
県
は
､
財
政
的
支
援
を
受
け
る
団
体
の
繰
越
金
の
保
有
状
況
等

を
検
証
し
､
負
担
金
､
補
助
金
等
の
財
政
的
支
援
の
あ
り
方
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
｡

(財
政
Ｇ
)

５
団
体
に
対
す
る
財
務
指
導
に
つ
い
て

１
)
県
の
団
体
に
対
す
る
財
務
指
導
の
考
え
方

県
の
団
体
に
対
す
る
財
務
指
導
や
監
査
に
つ
い
て
は
､
基
本
的
に
法
令
の
定
め
や
団
体
と
の

協
定
等
に
基
づ
き
行
う
こ
と
が
で
き
る
｡
例
え
ば
､
県
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
団
体
に
対
し

て
は
､
県
の
補
助
金
等
の
交
付
等
に
関
す
る
規
則
に
基
づ
き
､
補
助
事
業
等
の
遂
行
状
況
に
つ

い
て
報
告
を
求
め
､
又
は
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
等
で
あ
る
｡

し
か
し
､
県
職
員
が
従
事
す
る
団
体
に
つ
い
て
は
､
県
と
は
別
の
組
織
で
あ
る
と
し
て
も
県

民
に
は
一
体
の
も
の
と
し
て
映
る
こ
と
等
か
ら
､
法
令
等
に
よ
り
県
に
指
導
監
督
権
限
を
付
与

さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
､
県
は
､
適
宜
､
団
体
の
財
務
処
理
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ

う
指
導
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

２
)
団
体
に
お
け
る
財
務
事
務
の
状
況

団
体
の
財
務
事
務
に
つ
い
て
は
､
事
務
処
理
基
準
を
明
確
に
し
た
上
で
､
正
確
な
事
務
処
理

や
適
切
な
予
算
管
理
等
が
求
め
ら
れ
る
｡
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
調
査
し
た
結
果
は
､
次
の
と

お
り
で
あ
る
｡

【
調
査
結
果
】

ア
団
体
の
経
理
規
程
の
整
備
状
況
は
､
表
19の
と
お
り
で
あ
り
､
53団
体
で
規
程
が
整
備
さ

れ
ず
に
､
事
実
上
､
県
の
会
計
規
則
を
準
用
し
て
財
務
処
理
を
行
っ
て
い
た
｡

表
19
団
体
の
経
理
規
程
の
整
備
状
況

(単
位
：
団
体
)

イ
団
体
の
預
金
通
帳
等
の
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
､
表
20の
と
お
り
で
あ
り
､
預
金
通
帳
等

を
持
た
な
い
２
団
体
を
除
き
､
56団
体
が
施
錠
可
能
な
場
所
､
残
り
２
団
体
が
一
部
施
錠
可

能
な
場
所
で
の
保
管
と
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
預
金
通
帳
と
通
帳
印
を
同
一
人
が
管
理
し
て

い
る
団
体
が
､
24団
体
で
あ
る
｡

表
20
団
体
預
金
通
帳
等
の
管
理
状
況

ウ
県
職
員
が
従
事
す
る
団
体
が
行
う
財
務
事
務
で
､
改
善
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
処
理
例

団
体
が
行
う
財
務
事
務
の
中
に
､
次
の
と
お
り
改
善
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
事
務
処
理

が
見
受
け
ら
れ
た
｡

ア
)
多
く
の
団
体
で
､
預
金
通
帳
と
通
帳
印
を
､
同
一
人
が
同
一
の
場
所
で
管
理
し
た
り
､

団
体
印
を
責
任
あ
る
立
場
の
者
以
外
の
者
が
管
理
し
て
い
る
｡
ま
た
､
こ
れ
ら
を
施
錠
し

な
い
ま
ま
で
保
管
し
た
り
､
一
部
施
錠
で
き
な
い
場
所
に
保
管
し
た
り
す
る
事
例
が
あ
る
｡

(資
料
番
号
：
２
､
５
､
６
､
７
､
８
､
９
､
11､
14､
15､
17､
18､
20､
21､
23､

24､
26､
29､
30､
31､
32､
36､
38､
43､
49､
59､
60)

イ
)
支
払
い
の
了
解
を
口
頭
で
取
る
な
ど
し
て
､
預
金
の
引
出
し
を
担
当
者
が
行
っ
て
は
い

る
が
､
預
金
通
帳
の
名
義
が
担
当
者
名
､
通
帳
印
も
担
当
者
印
と
な
っ
て
お
り
､
担
当
者

が
単
独
で
預
金
を
引
き
出
せ
る
状
況
に
あ
る
｡

(資
料
番
号
：
53)

ウ
)
口
座
振
込
手
数
料
節
約
の
た
め
､
現
金
払
い
を
常
と
し
､
現
金
を
手
元
に
保
管
し
て
い

る
｡

(資
料
番
号
：
15)

エ
)
常
に
現
金
を
あ
る
程
度
手
元
に
保
管
し
､
必
要
の
都
度
支
出
し
て
い
る
が
､
保
管
現
金

管
理
の
た
め
の
精
算
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
｡
ま
た
､
支
出
調
書
の
決
裁
を
４
半
期
毎
に

ま
と
め
て
行
っ
て
い
る
｡

(資
料
番
号
：
60)

オ
)
会
計
処
理
を
行
う
上
で
最
低
限
必
要
と
思
わ
れ
る
収
入
・
支
出
調
書
及
び
出
納
簿
(現

金
出
納
簿
)
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
｡

(資
料
番
号
：
40)

カ
)
団
体
の
事
業
計
画
・
予
算
に
つ
い
て
は
､
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
理
事
会
等
に
お
い
て
､

承
認
を
得
る
の
が
原
則
で
あ
り
､
前
年
度
の
業
務
報
告
・
決
算
に
つ
い
て
は
会
計
年
度
終

了
後
速
や
か
に
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
理
事
会
等
が
開
催
さ
れ

て
い
な
い
｡

(資
料
番
号
：
24)

キ
)
会
則
に
監
事
の
規
定
が
あ
り
､
監
事
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
､
監
査
が
行
わ
れ
て
い
な

い
｡
ま
た
､
会
則
に
監
事
の
規
定
が
な
く
､
監
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
｡
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財
務

指
導

区
分

1

有

51

無

知
事
部
局

区
分

土
木
部

農
林
水
産
部

商
工
労
働
部

保
健
福
祉
部

生
活
環
境
部

企
画
調
整
部

総
務
部

知
事
直
轄

6 12 3 8 8 6 3 1 47

団
体
数

0 1 0 2 1 0 0 0 4

10年
未
満

検
討
有

0 3 1 0 3 3 0 0 10

10年
以
上
30年
未
満

1 2 0 2 1 0 1 0 7

30年
以
上
50年
未
満

1 0 0 0 0 1 0 0 2

50年
以
上

1 1 1 0 0 1 1 0 5

10年
未
満

検
討
無

1 4 0 3 0 1 0 0 9

10年
以
上
30年
未
満

2 1 1 0 3 0 1 1 9

30年
以
上
50年
未
満

0 0 0 1 0 0 0 0 1

50年
以
上

(資
料
番
号
：
24､
42)

３
)
財
務
指
導
の
実
施
状
況

県
職
員
が
従
事
す
る
団
体
へ
の
県
の
財
務
指
導
の
状
況
に
つ
い
て
監
査
し
た
結
果
及
び
そ
れ

に
対
す
る
意
見
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

【
結
果
】

ア
団
体
の
毎
年
の
監
査
時
に
お
い
て
内
部
で
事
前
確
認
を
行
っ
た
り
､
外
部
機
関
に
確
認
を

依
頼
し
た
り
､
団
体
内
部
の
牽
制
機
能
強
化
の
取
組
み
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
､
県
の
立
場

か
ら
団
体
に
対
し
て
財
務
指
導
を
行
っ
て
い
る
の
は
１
例
の
み
で
あ
っ
た
｡

イ
県
立
学
校
に
あ
る
団
体
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
､
教
育
庁
財
務
会
計
監
察
要
綱
に
基
づ

き
､
３
年
か
ら
５
年
に
一
度
､
教
育
庁
免
許
財
務
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
監
察
が
実
施
さ
れ
て
い

る
｡
表
21
財
務
指
導
の
実
施
状
況

(単
位
：
団
体
)

(注
)
財
務
指
導
の
対
象
は
､
県
職
員
が
団
体
の
財
務
事
務
に
従
事
し
て
い
る
団
体
と
し
た
｡

【
意
見
】

団
体
の
財
務
事
務
の
処
理
状
況
を
み
る
と
､
ほ
と
ん
ど
の
団
体
で
財
務
処
理
基
準
が
定
め
ら

れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
､
ま
た
､
団
体
の
中
に
は
予
算
の
決
定
方
法
､
現
金
や
通
帳
等
の
管
理

方
法
､
事
務
処
理
方
法
等
財
務
会
計
上
の
基
本
的
な
部
分
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
｡
こ
れ
は
､
団
体
自
体
の
執
行
体
制
に
課
題
が
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
､

県
に
よ
っ
て
団
体
に
対
す
る
指
導
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
起
因
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
中
､
教
育
委
員
会
で
は
､
問
題
意
識
を
持
っ
て
計
画
的
に

関
係
団
体
へ
の
財
務
指
導
を
行
っ
て
い
る
｡

そ
も
そ
も
､
団
体
の
財
務
事
務
の
処
理
方
法
は
､
事
業
内
容
や
予
算
規
模
等
団
体
の
事
情
に

よ
り
異
な
る
が
､
県
職
員
が
従
事
す
る
団
体
に
お
い
て
は
､
事
務
処
理
に
関
し
よ
り
高
い
正
確

性
や
透
明
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
当
該
団
体
を
所
管
す
る
所
属
は
､
団
体
と
必
要
な
協

議
等
を
行
っ
た
う
え
で
､
団
体
の
財
務
事
務
に
関
し
必
要
な
指
導
を
行
う
べ
き
で
あ
る
｡

６
団
体
に
対
す
る
県
の
支
援
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て

１
)
県
の
支
援
等
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方

県
の
庁
舎
内
に
事
務
局
を
置
く
任
意
団
体
に
は
､
官
民
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
た
め
の
も

の
､
国
等
へ
の
要
望
活
動
を
行
う
た
め
の
も
の
､
あ
る
い
は
県
の
事
務
事
業
を
支
援
す
る
た
め

の
も
の
等
そ
の
設
立
目
的
は
様
々
で
あ
り
､
い
ず
れ
も
そ
の
時
時
の
行
政
課
題
や
ニ
ー
ズ
等
に

対
し
､
機
動
的
､
効
率
的
に
対
応
す
る
た
め
設
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

県
と
は
別
の
組
織
で
あ
る
任
意
団
体
の
事
務
局
を
県
の
庁
舎
内
に
置
く
こ
と
は
､
県
の
業
務

と
密
接
な
関
連
が
あ
り
､
県
職
員
が
団
体
の
業
務
に
直
接
､
間
接
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
､
効
果
､

効
率
的
に
業
務
を
遂
行
で
き
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
反
面
､
県
の
庁
舎
内
に
あ
る
こ
と
か
ら
､

県
民
か
ら
は
､
団
体
が
県
と
一
体
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
り
､
両
者
の
関
係
が
混
同

し
て
不
明
確
と
な
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
｡
ま
た
､
県
の
庁
舎
内
に
事
務
局
を
置
き
､
県
職
員

が
事
務
従
事
す
る
こ
と
は
､
特
定
の
団
体
に
有
形
､
無
形
の
利
益
を
供
与
す
る
こ
と
に
も
な
る

こ
と
か
ら
､
県
の
団
体
に
対
す
る
支
援
等
は
､
適
切
か
つ
効
率
的
に
行
う
こ
と
は
も
と
よ
り
､

透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
､
必
要
最
小
限
の
も
の
に
止
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡

ま
た
､
こ
れ
ら
の
任
意
団
体
の
中
に
は
､
設
立
後
の
社
会
経
済
情
勢
や
行
政
課
題
や
ニ
ー
ズ

の
変
化
等
と
と
も
に
､
当
初
の
設
立
目
的
が
一
応
達
成
さ
れ
た
も
の
､
あ
る
い
は
､
団
体
活
動

が
形
骸
化
し
て
い
た
り
､
あ
る
程
度
自
主
的
に
運
営
さ
れ
て
県
の
支
援
の
必
要
性
が
低
下
し
て

き
た
も
の
等
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
､
県
は
､
団
体

が
設
立
さ
れ
て
一
定
期
間
経
過
し
た
後
､
県
の
支
援
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
､
そ

の
見
直
し
を
行
う
こ
と
も
必
要
で
あ
る
｡

２
)
県
の
支
援
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
状
況

県
の
支
援
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
状
況
に
つ
い
て
監
査
を
行
っ
た
が
､
そ
の
結
果
と

そ
れ
に
対
す
る
意
見
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

【
結
果
】

県
の
支
援
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
状
況
を
み
る
と
､
団
体
を
所
管
す
る
60所
属
の
う

ち
､
検
討
有
が
半
数
以
下
の
26所
属
に
止
ま
っ
て
い
る
｡
特
に
､
設
立
後
10年
以
上
経
過
す
る

団
体
を
所
管
す
る
50所
属
に
お
い
て
も
､
検
討
有
と
す
る
の
は
21所
属
で
あ
り
､
設
立
後
10年

以
上
経
過
し
て
も
所
属
で
の
見
直
し
検
討
が
進
ん
で
い
な
い
状
況
が
見
受
け
ら
れ
る
｡

表
22
団
体
に
対
す
る
県
の
支
援
の
あ
り
方
の
検
討
状
況
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合
計

警
察
本
部

教
育
委
員
会

企
業

局

土
木
部

農
林
水
産
部

商
工
労
働
部

保
健
福
祉
部

生
活
環
境
部

60 4 8 1 6 12 3 8 8

5 0 1 0 0 1 0 2 1

11 0 0 1 0 3 1 0 3

8 0 1 0 1 2 0 2 1

2 0 0 0 1 0 0 0 0

5 0 0 0 1 1 1 0 0

12 1 2 0 1 4 0 3 0

12 2 1 0 2 1 1 0 3

5 1 3 0 0 0 0 1 0

【
意
見
】

少
な
く
と
も
設
立
後
10年
以
上
経
過
し
た
団
体
に
あ
っ
て
は
､
設
立
後
の
社
会
経
済
情
勢
や

行
政
課
題
等
団
体
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
､
県
も
一
旦
立
ち
止
ま
っ

て
今
後
の
団
体
に
対
す
る
支
援
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
､
必
要
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
｡

３
)
今
後
の
県
の
支
援
等
の
必
要
性

１
)
の
基
本
的
な
考
え
方
を
も
と
に
現
在
の
組
織
運
営
や
活
動
の
実
態
等
を
確
認
し
な
が
ら
､

監
査
対
象
と
な
っ
た
60団
体
に
対
す
る
今
後
の
県
の
支
援
等
の
必
要
性
に
つ
い
て
､
監
査
を
行
っ

た
｡
そ
の
結
果
及
び
そ
れ
に
対
す
る
意
見
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

【
結
果
】

ア
団
体
に
対
す
る
県
の
支
援
等
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
を
要
す
る
も
の

○
福
島
県
少
年
婦
人
防
火
委
員
会

(消
防
保
安
Ｇ
)

当
会
は
､
昭
和
54年
に
県
下
の
婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
等
の
育
成
・
強
化
の
た
め
に
設
立
さ

れ
た
が
､
近
年
､
会
議
等
の
開
催
も
な
く
､
県
が
主
催
す
る
火
災
予
防
絵
画
・
ポ
ス
タ
ー

コ
ン
ク
ー
ル
の
後
援
に
止
ま
り
､
事
実
上
休
眠
状
態
に
あ
る
｡

○
福
島
県
徳
農
会

(普
及
教
育
Ｇ
)

当
会
は
､
平
成
２
年
に
福
島
県
指
導
農
業
士
会
を
退
任
し
た
者
が
現
役
の
指
導
農
業
士

の
活
動
を
支
援
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
が
､
指
導
農
業
士
に
対
す
る
顕
著
な
支
援
活
動

に
乏
し
く
､
親
睦
的
な
活
動
が
主
と
な
っ
て
い
る
｡

○
福
島
県
米
消
費
拡
大
推
進
連
絡
会
議

(流
通
消
費
Ｇ
)

当
会
は
､
昭
和
51年
か
ら
県
内
を
対
象
と
し
て
米
に
対
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発

や
県
産
米
の
消
費
拡
大
等
の
事
業
に
取
り
組
み
､
一
応
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
が
､
一
方
､

当
会
の
他
に
､
主
た
る
構
成
員
が
共
通
し
て
､
事
業
活
動
に
類
似
性
を
有
す
る
団
体
が
あ

る
｡

○
福
島
県
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
連
合
会
会
津
支
部

(会
津
地
方
振
興
局
)

当
会
は
､
管
内
の
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
を
構
成
員
と
し
て
､
主
に
市
町
村
選
挙
管

理
委
員
会
委
員
や
事
務
局
職
員
に
必
要
な
情
報
交
換
や
研
修
等
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
が
､

事
務
局
を
担
う
県
が
会
の
構
成
員
で
は
な
く
､
か
つ
､
選
挙
事
務
に
お
い
て
市
町
村
選
挙

管
理
委
員
会
に
対
す
る
指
導
監
督
権
限
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
や
当
連
合
会
本
部
事
務
局

が
既
に
県
町
村
会
に
移
管
さ
れ
て
い
る
中
､
県
に
当
会
の
事
務
局
が
置
か
れ
て
い
る
｡

○
田
村
の
若
い
｢農
｣
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

(県
中
農
林
事
務
所
田
村
農
業
普
及
所
)

当
会
は
､
平
成
７
年
に
青
年
農
業
者
の
営
農
意
欲
の
喚
起
と
そ
の
自
主
的
な
活
動
を
助

長
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
､
当
初
は
､
会
員
(青
年
農
業
者
)
で
あ
る
事
務
局
長
の
も
と

田
村
農
業
普
及
所
の
職
員
が
す
べ
て
の
事
務
局
機
能
を
担
っ
て
い
た
が
､
平
成
17年
か
ら

会
計
事
務
を
会
員
で
あ
る
青
年
農
業
者
に
委
ね
､
あ
る
程
度
自
立
し
て
安
定
し
た
活
動
を

行
っ
て
い
る
実
態
が
あ
る
｡

○
東
西
し
ら
か
わ
青
年
農
業
者
連
絡
協
議
会

(県
南
農
林
事
務
所
)

当
会
は
､
平
成
９
年
､
白
河
農
業
友
の
会
(西
白
河
)
と
東
白
川
４
Ｈ
ク
ラ
ブ
(東
白

川
)
の
２
つ
の
農
業
青
少
年
団
体
の
会
員
を
構
成
員
と
し
て
､
福
島
県
青
年
農
業
者
等
育

成
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
農
業
青
年
ク
ラ
ブ
活
動
育
成
支
援
事
業
の
た
め
の
助
成
金
申
請
・

受
入
れ
団
体
と
し
て
設
立
さ
れ
た
が
､
現
在
､
会
員
間
の
情
報
交
換
や
現
地
研
修
な
ど
の

自
主
的
な
集
団
活
動
を
通
じ
､
会
員
で
あ
る
青
年
農
業
者
の
資
質
の
向
上
を
目
指
そ
う
と

種
々
の
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
｡
当
会
の
会
員
は
､
そ
れ
ぞ
れ
２
つ
の
農
業
青
少
年
団

体
の
活
動
を
自
主
的
に
行
っ
て
お
り
､
当
会
の
運
営
を
主
体
的
に
活
動
し
得
る
状
況
に
あ

る
｡

○
会
津
方
部
青
年
農
業
士
連
絡
協
議
会

(会
津
農
林
事
務
所
)

当
会
は
､
昭
和
63年
に
会
津
地
方
(南
会
津
地
方
を
含
む
｡
)
の
青
年
農
業
士
の
自
主

研
修
組
織
と
し
て
発
足
し
､
規
約
上
､
事
務
局
を
農
林
事
務
所
に
置
く
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
が
､
現
在
､
す
べ
て
の
事
務
局
機
能
を
会
員
で
あ
る
青
年
農
業
士
が
担
い
､
自
立
し
て

安
定
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
る
実
態
が
あ
る
｡

○
あ
い
づ
農
業
青
年
ク
ラ
ブ

(会
津
農
林
事
務
所
)

当
会
は
､
昭
和
48年
に
会
津
農
林
事
務
所
管
内
の
新
規
就
農
者
等
青
年
農
業
者
の
自
主

研
修
組
織
と
し
て
発
足
し
､
規
約
上
､
農
林
事
務
所
に
置
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
､
現

在
､
す
べ
て
の
事
務
局
機
能
を
会
員
で
あ
る
青
年
農
業
者
が
担
い
､
自
立
し
て
安
定
し
た

活
動
を
行
っ
て
い
る
実
態
が
あ
る
｡

○
会
津
坂
下
地
方
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ
連
絡
協
議
会

(会
津
農
林
事
務
所
会
津
坂
下
農
業
普
及
所
)

当
会
は
､
昭
和
48年
に
管
内
に
あ
る
地
区
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ
の
連
絡
会
と
し
て
発
足

し
た
が
､
事
務
局
機
能
は
､
構
成
員
が
ほ
と
ん
ど
全
て
の
事
務
を
分
担
し
て
行
っ
て
お
り
､

自
立
し
て
安
定
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
る
実
態
が
あ
る
｡

イ
任
意
団
体
の
活
動
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
要
す
る
も
の

○
福
島
県
道
路
愛
護
会

(道
路
企
画
Ｇ
)

当
会
は
､
昭
和
41年
に
地
域
の
道
路
の
清
掃
､
植
栽
等
の
道
路
美
化
活
動
を
通
じ
て
､

道
路
の
維
持
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ
､
そ
の
活
動
が
道
路
管
理
者
の

道
路
維
持
管
理
業
務
の
一
部
を
補
完
す
る
役
割
も
果
た
し
､
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
認
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め
ら
れ
る
も
の
の
､
会
の
組
織
運
営
や
事
業
活
動
に
､
県
の
業
務
と
渾
然
一
体
と
し
て
処

理
さ
れ
て
い
る
実
態
が
あ
る
｡

○
『新
時
代
の
浜
街
道
』
連
携
推
進
協
議
会

(高
速
道
路
Ｇ
)

当
会
は
､
平
成
17年
に
設
立
さ
れ
､
規
約
に
｢陸
前
浜
街
道
周
辺
地
域
の
交
流
・
連
携

を
促
進
す
る
た
め
､
イ
ベ
ン
ト
等
各
種
広
報
､
啓
発
活
動
を
実
施
す
る
｡
｣
と
掲
げ
て
い

る
が
､
事
業
目
的
や
取
り
組
む
べ
き
事
業
が
曖
昧
で
､
ま
た
､
当
会
の
活
動
を
み
る
と
､

会
の
活
動
が
県
の
道
路
行
政
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
､
ど
の
よ
う
な
効
果
が
期
待
で
き
る

の
か
分
か
り
に
く
い
実
態
が
あ
る
｡

○
県
南
地
区
民
生
委
員
協
議
会
長
連
絡
会

(県
南
保
健
福
祉
事
務
所
)

当
会
は
､
県
南
地
方
の
町
村
地
区
民
生
委
員
協
議
会
の
会
長
を
構
成
員
に
､
各
町
村
民

生
委
員
協
議
会
の
活
動
に
関
す
る
情
報
交
換
や
研
究
等
を
行
う
た
め
に
設
立
さ
れ
､
そ
の

意
義
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
､
そ
の
活
動
が
毎
年
１
回
の
会
議
及
び
研
修
会
の
開
催
に
止

ま
っ
て
い
る
実
態
が
あ
る
｡

○
棚
倉
地
区
職
場
警
察
連
絡
協
議
会

(棚
倉
警
察
署
)

当
会
は
､
昭
和
45年
に
管
内
の
勤
労
青
少
年
の
非
行
防
止
と
健
全
育
成
､
暴
力
行
為
を

排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
､
青
少
年
を
多
数
雇
用
す
る
事
業
主
と
警
察
と

の
情
報
交
換
や
非
行
防
止
活
動
を
行
っ
て
き
た
が
､
設
立
後
30年
有
余
を
経
て
社
会
状
況

の
変
化
と
と
も
に
､
そ
の
対
象
が
勤
労
青
少
年
の
非
行
防
止
活
動
か
ら
青
少
年
の
非
行
防

止
活
動
を
含
む
地
域
防
犯
活
動
に
､
ま
た
､
事
業
活
動
も
､
主
に
防
犯
協
会
や
警
察
が
行

う
活
動
に
協
賛
す
る
こ
と
へ
と
当
初
の
目
的
か
ら
事
業
内
容
が
変
容
し
て
い
る
｡

【
意
見
】

(検
討
を
要
す
る
事
項
)

ア
結
果
の
ア
に
掲
げ
る
９
団
体
に
つ
い
て
は
､
事
実
上
休
眠
状
態
に
あ
っ
た
り
､
主
た
る
構

成
員
が
共
通
し
て
､
事
業
活
動
に
類
似
性
を
有
す
る
団
体
が
他
に
存
在
し
た
り
､
ま
た
､
事

務
局
の
移
管
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
団
体
が
あ
る
こ
と
か
ら
､
県
は
､
改
め
て
今
後

の
県
の
支
援
等
の
あ
り
方
を
検
討
し
､
団
体
に
対
し
て
必
要
な
指
導
､
要
請
を
行
う
べ
き
で

あ
る
｡

(資
料
番
号
：
13､
19､
20､
32､
43､
45､
47､
48､
49)

イ
結
果
の
イ
に
掲
げ
る
４
団
体
に
つ
い
て
は
､
活
動
実
態
を
見
る
と
､
活
動
の
必
要
性
が
認

め
ら
れ
る
も
の
の
県
の
事
務
と
渾
然
一
体
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
も
の
､
活
動
内
容
が
乏

し
い
も
の
､
活
動
内
容
が
設
立
目
的
か
ら
変
容
し
て
い
る
も
の
等
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か

ら
､
県
は
､
各
団
体
に
対
し
､
現
在
の
活
動
実
態
を
踏
ま
え
て
､
今
後
の
会
の
活
動
の
あ
り

方
・
進
め
方
等
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
よ
う
､
必
要
な
指
導
､
要
請
を
行
う
べ
き
あ
る
｡

(資
料
番
号
：
24､
27､
37､
59)

ウ
今
回
の
監
査
で
は
､
監
査
の
対
象
と
し
た
60団
体
の
う
ち
２
割
を
越
え
る
13団
体
に
対
し

て
､
県
の
支
援
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
何
ら
か
の
検
討
や
見
直
し
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
､
こ
の
よ
う
な
監
査
結
果
と
な
っ
た
要
因
と
し
て
､
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
や
他

団
体
事
務
の
従
事
承
認
等
団
体
に
対
す
る
支
援
等
に
関
し
必
要
な
申
請
等
の
手
続
き
指
導
や

審
査
に
つ
い
て
は
関
係
す
る
部
局
が
個
々
に
行
う
も
の
の
､
総
合
的
に
任
意
団
体
へ
の
支
援

等
の
必
要
性
の
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
や
､
ま
た
､
団
体
が
設
立
さ
れ
て
､
ひ
と
た
び

県
の
各
種
支
援
等
が
認
め
ら
れ
る
と
､
そ
れ
以
降
の
県
の
支
援
等
に
関
す
る
審
査
が
形
式
的

に
な
り
､
県
の
牽
制
機
能
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
｡

よ
っ
て
､
団
体
を
所
管
す
る
所
属
に
お
い
て
､
適
宜
､
支
援
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
証
・

検
討
す
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
､
県
は
､
団
体
の
設
立
目
的
や
取
り
組
む
事
業
､
県
施
策
と

の
関
連
性
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
､
設
立
時
や
設
立
後
一
定
の
期
間
経
過
後
に
､
任
意
団
体

に
対
す
る
県
の
適
切
な
支
援
の
あ
り
方
を
総
合
的
に
審
査
・
検
証
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
検

討
す
べ
き
で
あ
る
｡

(行
政
経
営
Ｇ
)

終
わ
り
に

本
年
度
の
行
政
監
査
は
､
県
の
庁
舎
内
に
事
務
局
を
置
く
任
意
団
体
に
つ
い
て
を
テ
ー
マ
に
､
県

の
執
行
機
関
等
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
523団

体
の
う
ち
か
ら
60団

体
を
選
定
し
､
県
の
任
意
団
体
へ

の
支
援
等
の
状
況
や
今
後
の
支
援
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
の
検
討
状
況
等
に
つ
い
て
監
査
を
実
施
し

た
｡今
回
の
監
査
を
通
じ
て
､
任
意
団
体
は
､
一
般
的
に
小
規
模
な
た
め
､
団
体
の
運
営
面
､
経
理
面

に
お
い
て
､
根
拠
と
な
る
規
約
等
の
整
備
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
､
事
務
手
続
き
が
簡
略
化
さ
れ
て

い
た
り
す
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
致
し
方
な
い
面
は
あ

る
も
の
の
､
県
の
庁
舎
内
に
事
務
局
を
置
き
､
県
職
員
が
役
員
や
事
務
局
職
員
と
し
て
従
事
す
る
任

意
団
体
に
つ
い
て
は
､
県
民
の
目
に
県
と
一
体
の
も
の
と
し
て
映
っ
た
り
､
特
定
の
団
体
の
み
が
県

か
ら
利
益
を
享
受
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
受
け
取
ら
れ
る
懸
念
が
あ
る
こ
と
､
団
体
の
多
く
が

市
町
村
や
県
か
ら
県
民
が
負
担
す
る
税
を
原
資
と
す
る
財
政
的
支
援
を
受
け
て
い
る
こ
と
等
か
ら
､

県
同
様
に
､
よ
り
一
層
の
透
明
性
の
確
保
や
説
明
責
任
が
求
め
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

よ
っ
て
､
今
後
､
県
に
事
務
局
を
置
く
任
意
団
体
は
､
こ
れ
ら
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
､
適
正

な
運
営
に
努
め
る
と
と
も
に
､
団
体
を
所
管
す
る
所
属
に
お
い
て
も
指
導
･監
督
に
当
た
る
こ
と
を

望
む
も
の
で
あ
る
｡

終
わ
り
に
､
今
回
の
監
査
は
県
の
機
関
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
523団

体
の
う
ち
60団

体
を
対
象
に

実
施
し
た
が
､
監
査
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
他
の
任
意
団
体
に
も
､
監
査
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ

た
見
直
し
や
検
討
を
要
す
る
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
､
他
の
任
意
団
体
を
所
管
す
る
所
属
に
お

い
て
も
､
こ
の
機
会
に
見
直
し
・
検
討
を
行
い
､
県
の
任
意
団
体
に
対
す
る
支
援
等
が
適
切
に
行
わ

れ
､
も
っ
て
適
正
で
効
率
的
な
団
体
運
営
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
｡
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23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 番号

土
木
総
務
領
域
(用
地
グ
ル
ー
プ
)

森
林
林
業
領
域
(治
山
対
策
グ
ル
ー
プ
・
林
道

整
備
グ
ル
ー
プ
)

生
産
流
通
領
域
(水
田
畑
作
グ
ル
ー
プ
)

生
産
流
通
領
域
(流
通
消
費
グ
ル
ー
プ
)

経
営
支
援
領
域
(普
及
教
育
グ
ル
ー
プ
)

地
域
経
済
領
域
(観
光
グ
ル
ー
プ
)

地
域
経
済
領
域
(立
地
グ
ル
ー
プ
)

商
工
総
務
領
域
(総
務
企
画
グ
ル
ー
プ
)

環
境
保
全
領
域
(水
環
境
グ
ル
ー
プ
)

環
境
保
全
領
域
(一
般
廃
棄
物
対
策
グ
ル
ー
プ
)

県
民
安
全
領
域
(消
防
保
安
グ
ル
ー
プ
)

文
化
領
域
(県
民
文
化
グ
ル
ー
プ
)

県
民
環
境
総
務
領
域
(国
際
交
流
グ
ル
ー
プ
)

県
民
環
境
総
務
領
域
(生
活
交
通
グ
ル
ー
プ
)

県
民
環
境
総
務
領
域
(生
活
交
通
グ
ル
ー
プ
)

県
民
環
境
総
務
領
域
(生
活
交
通
グ
ル
ー
プ
)

情
報
統
計
領
域
(統
計
企
画
グ
ル
ー
プ
)

情
報
統
計
領
域
(電
子
社
会
推
進
グ
ル
ー
プ
)

空
港
領
域
(空
港
交
流
グ
ル
ー
プ
)

空
港
領
域
(空
港
交
流
グ
ル
ー
プ
)

地
域
づ
く
り
領
域
(地
域
振
興
グ
ル
ー
プ
)

企
画
調
整
総
務
領
域
(首
都
機
能
移
転
・
超
学

際
グ
ル
ー
プ
)

知
事
公
室
(県
政
広
報
グ
ル
ー
プ
)

機
関

名

東
北
地
区
用
地
対
策
連
絡
会
福
島
県

支
部

福
島
県
治
山
・
林
道
研
究
会

福
島
県
水
田
農
業
産
地
づ
く
り
対
策

等
推
進
会
議

福
島
県
米
消
費
拡
大
推
進
連
絡
会
議

福
島
県
徳
農
会

福
島
県
山
岳
遭
難
対
策
協
議
会

福
島
県
企
業
誘
致
推
進
協
議
会

福
島
県
国
際
経
済
交
流
推
進
協
議
会

猪
苗
代
湖
・
裏
磐
梯
湖
沼
水
環
境
保

全
対
策
推
進
協
議
会

福
島
県
ク
リ
ー
ン
ふ
く
し
ま
運
動
推

進
協
議
会

福
島
県
少
年
婦
人
防
火
委
員
会

“
う
つ
く
し
ま
､
ふ
く
し
ま
｡
”
県

民
運
動
推
進
会
議

福
島
県
海
外
移
住
家
族
会

福
島
県
会
津
線
等
対
策
協
議
会

福
島
県
交
通
対
策
協
議
会

福
島
県
交
通
安
全
母
の
会
連
絡
協
議
会

福
島
県
統
計
協
会

福
島
県
高
度
情
報
化
推
進
協
議
会

福
島
空
港
利
用
促
進
協
議
会

福
島
県
リ
ニ
ア
鉄
道
建
設
促
進
協
議

会 21世
紀
FIT構

想
推
進
協
議
会

福
島
県
首
都
機
能
移
転
促
進
県
民
会

議 福
島
県
広
報
協
会

団
体

名

○ ○ ○ ○

０
～
９

設
立
後
の
年
数

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10～
29

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30～
49

○

50以
上

○ ○ ○

執
務
場
所
許
可
手
続
状
況

負
担

負
担

負
担

使
用
料
負
担
の
状
況

○ ○ ○

管
理
経
費
負
担
の
状
況

○ ○ ○

専
任
職
員
の
有
無

18 14 4 5 7 24 6 17 22 32 9 4 55 16 53 32 23 21 40 28 6 8 10

団
体
役
員
等
数

12 14 1 1 0 9 1 1 3 2 4 0 1 1 12 0 3 1 5 7 0 2 2

う
ち
県
職
員
数

△
11 × ○ ○ △
7 × ○ × ○ ○ × × × △
1 × △
4

△
6 ○ ○

他
団
体

事
務
へ

の
従
事

手
続
き

の
有
無

5 5 37 5 1 5 6 7 16 5 4 8 5 5 7 7 15 5 15 5 6 7 8

職員数

5 5 24 5 1 5 6 7 3 5 4 8 5 5 7 7 14 5 15 5 6 7 8

う
ち
県
職
員
数

○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

他
団
体

事
務
へ

の
従
事

手
続
き

の
有
無

1,250

3,408

550

4,000

3,260

1,000

1,050

15,102

1,858

5,150

306 73

7,402

2,500

7,596 68

県
費
支

出
額

1,250

3,408

550

4,000 40

1,000

306 73

7,402

2,500

7,596 68

負
担
金

3,220

1,050

1,858

1,093

補
助
金
交
付
金

15,102

4,057

委
託
料
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(資
料
)

平
成
19年
度
行
政
監
査
対
象
団
体
一
覧



50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24

い
わ
き
農
林
事
務
所
(森
林
林
業
部
)

会
津
農
林
事
務
所
(会
津
坂
下
農
業
普
及
所
)

会
津
農
林
事
務
所
(農
業
普
及
部
)

会
津
農
林
事
務
所
(農
業
普
及
部
)

県
南
農
林
事
務
所
(森
林
林
業
部
)

県
南
農
林
事
務
所
(農
業
普
及
部
)

県
中
農
林
事
務
所
(森
林
林
業
部
)

県
中
農
林
事
務
所
(田
村
農
業
普
及
所
)

希
望
ヶ
丘
ホ
ー
ム

相
双
保
健
福
祉
事
務
所

南
会
津
保
健
福
祉
事
務
所

会
津
保
健
福
祉
事
務
所

会
津
保
健
福
祉
事
務
所

県
南
保
健
福
祉
事
務
所

県
中
保
健
福
祉
事
務
所

県
北
保
健
福
祉
事
務
所

相
双
地
方
振
興
局
(県
民
環
境
部
)

南
会
津
地
方
振
興
局
(企
画
商
工
部
)

会
津
地
方
振
興
局
(企
画
商
工
部
)

教
育
振
興
領
域
(学
校
施
設
グ
ル
ー
プ
)

生
涯
学
習
領
域
(社
会
教
育
グ
ル
ー
プ
)

企
業
局
(販
売
推
進
グ
ル
ー
プ
)

河
川
港
湾
領
域
(砂
防
グ
ル
ー
プ
)

道
路
領
域
(高
速
道
路
グ
ル
ー
プ
)

道
路
領
域
(高
速
道
路
グ
ル
ー
プ
)

道
路
領
域
(道
路
整
備
グ
ル
ー
プ
)

道
路
領
域
(道
路
企
画
グ
ル
ー
プ
)

い
わ
き
地
方
山
火
事
防
止
対
策
協
議

会 会
津
坂
下
地
方
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ

連
絡
協
議
会

あ
い
づ
農
業
青
年
ク
ラ
ブ

会
津
方
部
青
年
農
業
士
連
絡
協
議
会

奥
久
慈
流
域
林
業
活
性
化
セ
ン
タ
ー

東
西
し
ら
か
わ
青
年
農
業
者
連
絡
協

議
会

郡
山
地
方
森
林
保
護
対
策
推
進
協
議

会 田
村
の
若
い
｢農
｣
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

福
島
県
養
護
・
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
､ケ

ア
ハ
ウ
ス
県
中
南
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

相
馬
地
区
食
品
衛
生
協
会

難
病
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
よ
つ
ば
会

会
津
食
品
環
境
衛
生
協
会

会
津
Ａ
Ｌ
Ｓ
の
会

県
南
地
区
民
生
委
員
協
議
会
長
連
絡

会 福
島
県
精
神
保
健
福
祉
協
会
県
中
支

部 県
北
調
理
師
会

福
島
県
相
双
地
方
交
通
対
策
協
議
会

尾
瀬
環
境
学
習
推
進
事
業
実
行
委
員

会 福
島
県
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
連

合
会
会
津
支
部

福
島
県
公
立
学
校
施
設
整
備
期
成
会

福
島
県
地
域
家
庭
教
育
推
進
協
議
会

企
業
誘
致
促
進
協
議
会

福
島
県
砂
防
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会

『新
時
代
の
浜
街
道
』
連
携
推
進
協

議
会

福
島
県
常
磐
自
動
車
道
建
設
促
進
期

成
同
盟
会

福
島
県
建
設
技
術
協
会

福
島
県
道
路
愛
護
会

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ × ○

免
除

免
除

免
除

免
除

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

5 15 5 7 9 4 22 8 8 44 6

121 8 4 17 64 24 3 7 12 15 4 16 2 10 15 22

2 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 1 0 1 0 11 2 0 2 3 1 1 0 0 12 6

○ ○ × × × ○ △
8 × ○ × ○ ○ ○ ○

1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 3 1 1 5 3 2 5 6 4 6 7 6 4 4 8 3

1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 1 1 5 0 2 5 6 4 6 7 3 4 4 7 3

○ ○ ○ ○ ○ × × × × △
1 ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○

60

3,488 60 8 76

1,906

100

900

649

1,334

60 60 8

1,906

100

900

649

1,350 76

1,456

1,334

682
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注
１
他
団
体
の
事
務
手
続
き
の
有
無
に
つ
い
て
､
有
の
場
合
は
○
､
無
の
場
合
は
×
､
一
部
有
の
場
合
は
△
で
後
の
数
字
は
手
続
き
な
し
の
人
数
を
示
す
｡

注
２
金
額
に
つ
い
て
は
､
千
円
未
満
切
り
捨
て
｡

注
３
他
団
体
事
務
へ
の
従
事
手
続
き
の
有
無
欄
の
合
計
の
(
)
の
数
字
は
手
続
き
な
し
の
人
数
を
示
す
｡

合
計

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

会
津
若
松
警
察
署

棚
倉
警
察
署

白
河
警
察
署

福
島
警
察
署

会
津
養
護
学
校

勿
来
高
等
学
校

白
河
旭
高
等
学
校

郡
山
東
高
等
学
校

安
積
黎
明
高
等
学
校

福
島
工
業
高
等
学
校

会
津
若
松
地
区
防
犯
協
会
連
合
会

棚
倉
地
区
職
場
警
察
連
絡
協
議
会

白
河
地
区
安
全
運
転
管
理
者
協
会

福
島
地
区
交
通
安
全
協
会

会
津
養
護
学
校
同
窓
会

福
島
県
立
勿
来
高
等
学
校
PTA

福
島
県
立
白
河
旭
高
等
学
校
体
育
文

化
育
成
会

福
島
県
合
唱
連
盟

福
島
県
高
等
学
校
文
化
連
盟

福
島
県
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
協
会

10
23 ○ ○ ○

21 ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○

14 ○ × ○ ○ ○ ○

12

免
除

免
除

免
除

免
除

免
除

10 ○ ○ ○

14 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1,291 60 5 28 18 12 44 10 31 74 78

241 0 0 4 0 1 1 2 14 74 15

○
17団

体
×
16団

体
(78人

)
△
７
団
体

(39人
)

(計
117人

) × ○ × ○ × △
2 ×

322 4 1 1 4 12 3 11 3 7 2

262 2 1 0 0 7 2 10 3 6 2

○
33団

体
×
17団

体
(62人

)
△
２
団
体

(7人
)

(計
69人
) × × △
6 ○ ○ × ○ ×

66,854

3,700

31,876
12,347

3,700

2,790
19,841
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財
団
法
人
福
島
県

観
光
開
発
公
社

福
島
県
土
地
開
発

公
社

公
立
大
学
法
人
会

津
大
学

監
査
対
象
法
人
等

平
成
19年

11月
29日

平
成
19年

11月
27日

平
成
19年

11月
29日

執
行
年
月
日

当
公
社
の
基
本
財
産
36,300,000円

に
つ
い
て
全
額
出
捐

観
光
開
発
公
社
運
営
事
業
補
助
金

26,645,502円
う
つ
く
し
ま
､
ふ
く
し
ま
観
光
地
さ
わ

や
か
ト
イ
レ
普
及
事
業
資
金
貸
付
金

当
公
社
の
基
本
金
250,860,000円

に
つ

い
て
全
額
出
資

高
速
自
動
車
道
生
活
再
建
対
策
等
事
業

費
補
助
金
(常
磐
自
動
車
道
)

33,067,512円
地
方
職
員
共
済
組
合
(団
体
共
済
部
)

設
立
団
体
負
担
金

434,887円
土
地
開
発
公
社
事
業
資
金
融
資
債
務
保

証
3,229,085,988円

い
わ
き
四
倉
中
核
工
業
団
地
造
成
事
業

損
失
補
償

313,275,224円

当
大
学
の
資
本
金
19,304,393,953円

に
つ
い
て
全
額
出
資

公
立
大
学
法
人
運
営
費
交
付
金

3,347,284,000円
公
立
大
学
法
人
補
助
金
(産
学
連
携
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
)
8,118,920円

公
立
大
学
法
人
補
助
金
(国
際
競
争
力

の
あ
る
地
域
産
業
を
担
う
人
材
育
成
事

業
)

1,182,712円
公
立
大
学
法
人
補
助
金
(会
津
大
学
短

期
大
学
部
エ
レ
ベ
ー
タ
設
置
事
業
)

35,313,600円

監
査
の
対
象

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

担
当
監
査
委
員

社
団
法
人
福
島
県

林
業
公
社

財
団
法
人
福
島
県

農
業
振
興
公
社

財
団
法
人
福
島
県

観
光
開
発
公
社

平
成
19年

11月
27日

平
成
19年

11月
27日

平
成
19年

11月
29日

当
公
社
の
基
本
金
31,500,000円

の
う

ち
10,000,000円

の
出
資

造
林
事
業
補
助
金

226,294,988円
ア
カ
マ
ツ
林
環
境
保
全
向
上
事
業
補
助

金
20,695,500円

当
公
社
の
基
本
財
産
589,248,000円

の
う
ち
474,998,000円

の
出
捐

農
地
保
有
合
理
化
事
業
等
運
営
事
業
補

助
金

6,315,272円
農
業
振
興
公
社
合
理
化
促
進
事
業
補
助

金
5,817,297円

ふ
く
し
ま
農
業
人
材
育
成
緊
急
対
策
事

業
補
助
金

64,763,800円
農
地
保
有
合
理
化
促
進
事
業
補
助
金

151,002,000円
農
業
振
興
公
社
運
営
資
金
貸
付
金

1,928,986,000円
農
地
保
有
合
理
化
促
進
事
業
資
金
損
失

補
償
(一
般
タ
イ
プ
他
)220,861,740円

農
作
業
受
委
託
促
進
特
別
事
業
資
金
損

失
補
償

915,923円
農
地
保
有
合
理
化
促
進
事
業
資
金
損
失

補
償
(担
い
手
育
成
資
金
)
194,851,767円

農
地
保
有
合
理
化
促
進
事
業
資
金
損
失

補
償
(長
期
育
成
資
金
)26,962,362円

農
業
振
興
公
社
運
営
資
金
損
失
補
償

1,850,986,000円

当
公
社
の
基
本
財
産
36,300,000円

に
つ
い
て
全
額
出
捐

観
光
開
発
公
社
運
営
事
業
補
助
金

26,645,502円
う
つ
く
し
ま
､
ふ
く
し
ま
観
光
地
さ
わ

や
か
ト
イ
レ
普
及
事
業
資
金
貸
付
金

138,047,900円
県
有
観
光
施
設
管
理
運
営
資
金
貸
付
金

16,000,000円
観
光
開
発
公
社
事
業
資
金
融
資
損
失
補

償
91,766,300円

天
鏡
閣
指
定
管
理
料

26,396,000円
国
民
宿
舎
翁
島
荘
指
定
管
理
料

0円

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

監
査
公
表
第
６
号

地
方
自
治
法
(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
７
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
18年

度
分
の
財
政

的
援
助
等
に
つ
い
て
の
監
査
を
執
行
し
た
結
果
及
び
同
条
第
10項
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
に
つ
い
て
は
､

同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
｡

平
成
20年
３
月
18日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美

福
島
県
監
査
委
員
音
高
純
夫

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

１
監
査
結
果
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財
団
法
人
福
島
県

下
水
道
公
社

福
島
県
道
路
公
社

福
島
県
住
宅
供
給

公
社

社
団
法
人
福
島
県

林
業
公
社

平
成
19年

11月
28日

平
成
19年

11月
27日

平
成
19年

11月
27日

平
成
19年

11月
27日

当
公
社
の
基
本
財
産
68,850,000円

の
う
ち
34,500,000円

の
出
捐

下
水
道
公
社
下
水
道
促
進
事
業
負
担
金

1,080,000円

当
公
社
の
基
本
金
1,454,525,000円

に
つ
い
て
全
額
出
資

西
吾
妻
有
料
道
路
無
料
開
放
に
伴
う
負

担
金

90,000,779円
高
森
熱
海
有
料
道
路
無
料
開
放
に
伴
う

負
担
金

6,818,319円
磐
梯
吾
妻
道
路
管
理
運
営
資
金
貸
付
金

116,959,000円
福
島
空
港
道
路
管
理
運
営
資
金
貸
付
金

133,760,000円
西
吾
妻
有
料
道
路
無
料
開
放
資
金
貸
付

金
621,558,863円

高
森
熱
海
有
料
道
路
無
料
開
放
資
金
貸

付
金

1,149,123,187円
道
路
公
社
運
転
資
金
貸
付
金80,000,000円

道
路
公
社
事
業
資
金
融
資
債
務
保
証

3,993,800,000円

当
公
社
の
基
本
財
産
16,000,000円

の
う
ち
11,000,000円

の
出
資

地
方
職
員
共
済
組
合
団
体
共
済
部
掛
金

地
方
公
共
団
体
負
担
金
1,452,407円

住
宅
供
給
公
社
事
業
資
金
融
資
損
失
補

償
700,000,000円

当
公
社
の
基
本
金
31,500,000円

の
う

ち
10,000,000円

の
出
資

造
林
事
業
補
助
金

226,294,988円
ア
カ
マ
ツ
林
環
境
保
全
向
上
事
業
補
助

金
20,695,500円

林
業
基
盤
整
備
資
金
利
子
助
成
事
業
補

助
金

16,723,983円
林
業
公
社
運
営
事
業
補
助
金10,123,334円

林
業
公
社
事
業
資
金
貸
付
金

3,043,947,269円
林
業
公
社
事
業
資
金
融
資
損
失
補
償

2,717,883,269円

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

財
団
法
人
ふ
く
し

ま
フ
ォ
レ
ス
ト
・

エ
コ
・
ラ
イ
フ
財

団 財
団
法
人
福
島
県

電
源
地
域
振
興
財

団 財
団
法
人
福
島
県

下
水
道
公
社

平
成
19年

11月
30日

平
成
19年

11月
27日

平
成
19年

11月
28日

当
財
団
の
基
本
財
産
220,000,000円

に
つ
い
て
全
額
出
捐

森
林
総
合
利
用
対
策
事
業
補
助
金
[ふ

く
し
ま
県
民
の
森
利
用
料
金
減
免
補
助

事
業
(平
成
17年
度
実
績
分
)]
3,110,000円

森
林
総
合
利
用
対
策
事
業
補
助
金
[ふ

く
し
ま
県
民
の
森
利
用
料
金
減
免
補
助

事
業
(平
成
18年
度
実
績
分
)]
3,388,075円

ふ
く
し
ま
県
民
の
森
指
定
管
理
料

47,200,000円

当
財
団
の
基
本
財
産
30,000,000円

に
つ
い
て
全
額
出
捐

電
源
地
域
振
興
・
｢ス
ポ
ー
ツ
の
里
づ

く
り
事
業
｣
補
助
金

9,492,056円
電
源
地
域
振
興
・
広
報
交
流
事
業
補
助

金
15,407,700円

電
源
地
域
振
興
・
産
業
基
盤
整
備
支
援

事
業
補
助
金

444,103,125円
電
源
地
域
振
興
・
原
子
力
等
立
地
地
域

振
興
支
援
事
業
補
助
金
91,067,000円

電
源
地
域
振
興
・
水
力
発
電
施
設
等
立

地
地
域
振
興
支
援
事
業
補
助
金

89,377,833円

当
公
社
の
基
本
財
産
68,850,000円

の
う
ち
34,500,000円

の
出
捐

下
水
道
公
社
下
水
道
促
進
事
業
負
担
金

1,080,000円
阿
武
隈
川
上
流
流
域
下
水
道
(県
北
処

理
区
)
管
理
委
託

610,451,567円
阿
武
隈
川
上
流
流
域
下
水
道
(県
中
処

理
区
)
管
理
委
託

1,323,334,639円
阿
武
隈
川
あ
だ
た
ら
流
域
下
水
道
(二

本
松
処
理
区
)
管
理
委
託146,213,518円

大
滝
根
川
流
域
下
水
道
(田
村
処
理
区
)

管
理
委
託

61,664,118円

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之
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社
団
法
人
福
島
県

青
果
物
価
格
補
償

協
会

福
島
県
中
小
企
業

団
体
中
央
会

社
団
法
人
福
島
明

星
厚
生
学
院

社
団
法
人
福
島
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会

財
団
法
人
福
島
県

私
立
学
校
教
職
員

退
職
金
財
団

財
団
法
人
福
島
県

き
の
こ
振
興
セ
ン

タ
ー

財
団
法
人
福
島
県

総
合
社
会
福
祉
基

金 財
団
法
人
福
島
県

国
際
交
流
協
会

平
成
20年

１
月
28日

平
成
19年

11月
30日

平
成
19年

11月
28日

平
成
20年

１
月
28日

平
成
19年

12月
20日

平
成
20年

１
月
22日

平
成
19年

11月
27日

平
成
19年

11月
28日

青
果
物
価
格
安
定
資
金
造
成
事
業
補
助

金
90,815,000円

特
定
野
菜
価
格
安
定
資
金
造
成
事
業
補

助
金

38,919,000円

中
小
企
業
連
携
組
織
対
策
事
業
費
補
助

金
146,426,000円

専
門
家
活
用
経
営
支
援
事
業
費
補
助
金

1,200,000円
中
小
企
業
団
体
中
央
会
運
営
費
補
助
金

8,500,000円

看
護
師
等
養
成
所
施
設
整
備
費
補
助
金

240,660,000円
中
心
市
街
地
再
生
促
進
事
業
補
助
金

20,000,000円
看
護
師
等
養
成
所
初
度
設
備
整
備
費
補

助
金

10,001,000円
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金

8,515,000円

運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
425,667,000円

私
立
学
校
教
職
員
退
職
手
当
資
金
給
付

事
業
費
補
助
金

164,686,000円

当
セ
ン
タ
ー
の
基
本
財
産
300,000,000

円
の
う
ち
180,000,000円

に
つ
い
て
出

捐き
の
こ
振
興
セ
ン
タ
ー
運
営
費
補
助
金

10,413,177円

当
基
金
の
基
本
財
産
3,829,850,785円

の
う
ち
2,493,567,656円

に
つ
い
て
出

捐 当
協
会
の
基
本
財
産
625,412,468円

の
う
ち
373,000,000円

に
つ
い
て
出
捐

国
際
交
流
協
会
補
助
金
24,278,000円

3,110,000円
森
林
総
合
利
用
対
策
事
業
補
助
金
[ふ

く
し
ま
県
民
の
森
利
用
料
金
減
免
補
助

事
業
(平
成
18年
度
実
績
分
)]
3,388,075円

ふ
く
し
ま
県
民
の
森
指
定
管
理
料

47,200,000円

加
藤
雅
美

�
野
宏
之

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

加
藤
雅
美

�
野
宏
之

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

学
校
法
人
昌
平
黌

学
校
法
人
温
知
会

社
団
法
人
福
島
県

観
光
連
盟

社
団
法
人
福
島
県

青
果
物
価
格
補
償

協
会

平
成
20年

１
月
24日

平
成
20年

１
月
28日

平
成
19年

12月
20日

平
成
20年

１
月
28日

私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
(一
般
補
助
)

高
校
全
日
制

138,118,000円
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
(一
般
補
助
)

高
校
通
信
制

2,341,000円
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
(一
般
補
助
)

中
学
校

16,546,000円
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
(一
般
補
助
)

幼
稚
園

24,374,000円
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
(教
育
改
革

推
進
特
別
補
助
)
高
校
1,500,000円

私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
(教
育
改
革

推
進
特
別
補
助
)
中
学
校

60,000円
私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
軽
減
事
業
補

助
金

13,075,000円
私
立
幼
稚
園
子
育
て
支
援
推
進
事
業
補

助
金

920,000円
私
立
幼
稚
園
同
時
在
園
児
保
育
料
軽
減

私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
(一
般
補
助
)

141,750,000円
私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
軽
減
事
業
補

助
金

6,648,800円
結
核
予
防
事
業
費
等
補
助
金
65,935円

看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金

17,992,000円

観
光
連
盟
事
業
補
助
金
51,478,000円

観
光
旅
行
定
着
化
モ
デ
ル
事
業
補
助
金

93,000円
情
報
提
供
発
信
体
制
整
備
事
業
補
助
金

10,000,000円
う
つ
く
し
ま
観
光
誘
客
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
事
業
負
担
金

24,098,000円

青
果
物
価
格
安
定
資
金
造
成
事
業
補
助

金
90,815,000円

特
定
野
菜
価
格
安
定
資
金
造
成
事
業
補

助
金

38,919,000円
加
工
原
料
用
果
実
価
格
安
定
資
金
造
成

事
業
補
助
金

2,797,000円
野
菜
生
産
出
荷
安
定
資
金
造
成
事
業
補

助
金

97,130,000円

加
藤
雅
美

�
野
宏
之

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

加
藤
雅
美

�
野
宏
之
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社
会
福
祉
法
人
あ

だ
ち
福
祉
会

社
会
福
祉
法
人
郡

山
コ
ス
モ
ス
会

社
会
福
祉
法
人
天

心
会

社
会
福
祉
法
人
啓

和
会

平
成
20年

１
月
23日

平
成
20年

１
月
22日

平
成
20年

１
月
24日

平
成
20年

１
月
24日

老
人
福
祉
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給
金

(あ
だ
た
ら
荘
)

4,795,000円
老
人
福
祉
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給
金

(ぼ
た
ん
荘
)

5,259,000円
保
護
施
設
等
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給

金
2,740,000円

精
神
障
が
い
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営

事
業
費
補
助
金
(生
活
訓
練
施
設
)

32,449,000円
精
神
障
が
い
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営

事
業
費
補
助
金
(通
所
授
産
施
設
)

22,557,000円
精
神
障
が
い
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営

事
業
費
補
助
金
(地
域
生
活
支
援
セ
ン

タ
ー
)

10,416,000円
地
域
生
活
支
援
基
盤
整
備
事
業
補
助
金

6,659,000円

老
人
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
及
び
設

備
整
備
費
負
担
(補
助
)
金
263,899,000円

老
人
福
祉
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給
金

(啓
愛
ヴ
ィ
ラ
)

1,886,000円
老
人
福
祉
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給
金

(ハ
ッ
ピ
ー
ラ
ン
ド
や
ま
と
)1,631,000円

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

15,134,000円

老
人
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
及
び
設

備
整
備
費
負
担
(補
助
)
金
168,327,000円

児
童
福
祉
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給
金

671,000円
老
人
福
祉
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給
金

4,072,000円

幼
稚
園

24,374,000円
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
(教
育
改
革

推
進
特
別
補
助
)
高
校
1,500,000円

私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
(教
育
改
革

推
進
特
別
補
助
)
中
学
校

60,000円
私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
軽
減
事
業
補

助
金

13,075,000円
私
立
幼
稚
園
子
育
て
支
援
推
進
事
業
補

助
金

920,000円
私
立
幼
稚
園
同
時
在
園
児
保
育
料
軽
減

事
業
補
助
金

100,800円

小
桧
山
善
継

音
高
純
夫

加
藤
雅
美

�
野
宏
之

小
桧
山
善
継

音
高
純
夫

小
桧
山
善
継

音
高
純
夫

社
会
福
祉
法
人
福

島
県
社
会
福
祉
事

業
団

社
会
福
祉
法
人
あ

だ
ち
福
祉
会

平
成
20年

１
月
22日

平
成
20年

１
月
23日

浪
江
ひ
ま
わ
り
荘
指
定
管
理
料

34,390,000円
ば
ん
だ
い
荘
わ
か
ば
指
定
管
理
料

21,256,000円
ば
ん
だ
い
荘
あ
お
ば
指
定
管
理
料

17,124,000円
か
ら
ま
つ
荘
指
定
管
理
料47,603,000円

さ
つ
き
荘
指
定
管
理
料

0円
ひ
ば
り
寮
指
定
管
理
料
109,610,000円

き
び
た
き
寮
指
定
管
理
料20,904,000円

矢
吹
し
ら
う
め
荘
指
定
管
理
料

48,980,000円
矢
吹
し
ら
う
め
通
勤
寮
指
定
管
理
料

20,026,000円
け
や
き
荘
指
定
管
理
料
77,987,000円

か
し
わ
荘
指
定
管
理
料
87,450,000円

か
え
で
荘
指
定
管
理
料
77,865,000円

太
陽
の
国
病
院
指
定
管
理
料
112,835,000円

勤
労
身
体
障
害
者
体
育
館
指
定
管
理
料

2,593,000円
太
陽
の
国
厚
生
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
料

6,520,000円

老
人
福
祉
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給
金

(あ
だ
た
ら
荘
)

4,795,000円
老
人
福
祉
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給
金

(ぼ
た
ん
荘
)

5,259,000円
保
護
施
設
等
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給

金
2,740,000円

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金
(芳

菊
苑
)

16,362,000円
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金
(な

ご
み
苑
)

15,176,000円
精
神
障
が
い
者
社
会
復
帰
施
設
等
運
営

事
業
費
補
助
金

21,927,000円
結
核
予
防
事
業
費
等
補
助
金
100,570円

小
桧
山
善
継

音
高
純
夫

小
桧
山
善
継

音
高
純
夫
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公
立
大
学
法
人
福

島
県
立
医
科
大
学

監
査
対
象
法
人
等

財
団
法
人
福
島
県

都
市
公
園
・
緑
化

協
会

財
団
法
人
物
産
プ

ラ
ザ
ふ
く
し
ま

平
成
19年

11月
28日

執
行
年
月
日

平
成
19年

11月
30日

平
成
19年

11月
29日

当
大
学
の
資
本
金
29,454,290,609円

に
つ
い
て
全
額
出
資

公
立
大
学
法
人
運
営
費
交
付
金

6,790,554,000円
医
師
派
遣
事
業
交
付
金
197,711,000円

緊
急
被
ば
く
医
療
施
設
等
事
業
費
補
助

金
5,376,450円

感
染
症
指
定
医
療
機
関
運
営
事
業
費
補

助
金

8,699,764円
公
立
大
学
法
人
貸
付
金
597,000,000円

監
査
の
対
象

あ
づ
ま
総
合
運
動
公
園
指
定
管
理
料

595,159,000円
あ
づ
ま
総
合
運
動
公
園
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

ウ
ォ
ー
ル
指
定
管
理
料

451,500円
福
島
空
港
公
園
指
定
管
理
料
114,300,000円

逢
瀬
公
園
指
定
管
理
料
22,662,000円

総
合
緑
化
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
料

41,040,000円

観
光
物
産
館
指
定
管
理
料21,581,000円

太
陽
の
国
病
院
指
定
管
理
料
112,835,000円

勤
労
身
体
障
害
者
体
育
館
指
定
管
理
料

2,593,000円
太
陽
の
国
厚
生
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
料

6,520,000円

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

担
当
監
査
委
員

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

財
団
法
人
福
島
県

産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

監
査
対
象
法
人
等

平
成
19年

11月
29日

執
行
年
月
日

当
セ
ン
タ
ー
の
基
本
財
産
2,752,427,4

37円
の
う
ち
1,722,999,000円

の
出
捐

経
営
支
援
プ
ラ
ザ
等
運
営
事
業
費
補
助

金
130,808,061円

う
つ
く
し
ま
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
推
進
事

業
費
補
助
金

12,100,066円
専
門
家
活
用
経
営
支
援
事
業
費
補
助
金

8,606,350円
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等
総
合
支
援
事
業
費

補
助
金

7,028,387円
中
心
市
街
地
商
業
活
性
化
推
進
事
業
費

補
助
金

5,000,000円
小
規
模
企
業
者
等
設
備
資
金
貸
付
事
業

運
営
費
補
助
金

6,074,362円
小
規
模
企
業
者
等
設
備
貸
与
事
業
円
滑

化
補
助
金

8,981,000円
下
請
中
小
企
業
振
興
事
業
費
補
助
金

51,318,519円
新
産
業
創
出
・
中
小
企
業
技
術
支
援
対

策
費
補
助
金

1,250,000円
技
術
支
援
事
業
運
営
費
補
助
金

65,967,517円
う
つ
く
し
ま
次
世
代
医
療
産
業
集
積
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
費
補
助
金99,384,250円

知
的
財
産
戦
略
支
援
事
業
費
補
助
金

2,894,972円
創
造
的
中
小
企
業
創
出
支
援
割
賦
・
リ
ー

ス
原
資
資
金
貸
付
金

6,255,000円
創
造
的
中
小
企
業
創
出
支
援
基
金
造
成

資
金
貸
付
金

12,442,000円
中
心
市
街
地
商
業
活
性
化
推
進
資
金
貸

付
金

2,200,000,000円
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
貸
付

金
2,367,305,750円

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
損
失

補
償

540,925,000円

監
査
の
対
象

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

担
当
監
査
委
員

以
上
の
28法
人
に
対
す
る
県
の
財
政
的
援
助
等
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
監
査
結
果
は
､
適

正
に
執
行
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
｡

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
総
務
部
､
保
健
福
祉
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
収
益
の
計
上
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(補
助
金
額
が
過
大
計
上
と
な
っ
て
い
る
｡
)

�
通
勤
手
当
の
支
給
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(14,400円
が
不
足
支
給
と
な
っ
て
い
る
｡
)
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財
団
法
人
福
島
県

文
化
振
興
事
業
団

監
査
対
象
法
人
等

平
成
19年

11月
28日

執
行
年
月
日

当
事
業
団
の
基
本
財
産
2,000,000円

に
つ
い
て
全
額
出
捐

文
化
セ
ン
タ
ー
利
用
料
金
免
除
事
業
補

助
金

12,810,000円
文
化
振
興
事
業
団
運
営
費
等
補
助
金

85,458,260円
文
化
財
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
費
補
助
金

36,906,852円
文
化
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
料
262,050,500円

文
化
財
セ
ン
タ
ー
白
河
館
指
定
管
理
料

253,887,000円

監
査
の
対
象

創
造
的
中
小
企
業
創
出
支
援
割
賦
・
リ
ー

ス
原
資
資
金
貸
付
金

6,255,000円
創
造
的
中
小
企
業
創
出
支
援
基
金
造
成

資
金
貸
付
金

12,442,000円
中
心
市
街
地
商
業
活
性
化
推
進
資
金
貸

付
金

2,200,000,000円
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
貸
付

金
2,367,305,750円

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
損
失

補
償

540,925,000円
中
小
企
業
振
興
館
(起
業
支
援
室
を
除

く
)
指
定
管
理
料

88,291,033円
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
(一
部
)
指
定
管
理

料
9,659,000円

産
業
交
流
館
指
定
管
理
料100,405,123円

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

担
当
監
査
委
員

財
団
法
人
福
島
県

保
健
衛
生
協
会

監
査
対
象
法
人
等

財
団
法
人
ふ
く
し

ま
海
洋
科
学
館

監
査
対
象
法
人
等

平
成
19年

11月
30日

執
行
年
月
日

平
成
20年

１
月
24日

執
行
年
月
日

当
協
会
の
基
本
財
産
250,000,000円

の
う
ち
70,000,000円

の
出
捐

監
査
の
対
象

当
館
の
基
本
財
産
150,000,000円

に
つ

い
て
全
額
出
捐

利
用
料
金
免
除
事
業
補
助
金60,000,000円

ふ
く
し
ま
海
洋
科
学
館
指
定
管
理
料

564,820,000円

監
査
の
対
象

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

担
当
監
査
委
員

加
藤
雅
美

�
野
宏
之

担
当
監
査
委
員

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
商
工
労
働
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
寄
付
行
為
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(寄
付
行
為
に
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
上
海
事
務
所
の
記
載
が
な
い
｡
)

�
委
託
業
務
の
履
行
確
認
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(委
託
業
務
完
了
報
告
書
の
提
出
が
な
い
｡
)

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
教
育
庁
)

｢指
導
事
項
｣

�
会
計
区
分
の
仕
訳
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(受
取
利
息
の
受
入
先
会
計
区
分
が
誤
っ
て
い
る
｡
)

�
資
金
前
渡
の
事
務
手
続
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(研
修
会
負
担
金
の
精
算
手
続
が
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
)

�
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(19,090円
が
不
足
支
給
と
な
っ
て
い
る
｡
)

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
教
育
庁
)

｢指
導
事
項
｣

�
契
約
等
の
事
務
手
続
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(水
槽
施
設
工
事
に
係
る
設
計
単
価
の
根
拠
が
不
明
確
及
び
単
独
随
意
契
約
の
理
由
が
希
薄

で
あ
る
｡
)

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
保
健
福
祉
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
事
務
事
業
の
執
行
体
制
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(必
置
制
と
し
て
い
る
専
務
理
事
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
｡
)
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2009年
FISフ

リ
ー

ス
タ
イ
ル
ス
キ
ー

世
界
選
手
権
猪
苗

代
大
会
組
織
委
員

会 監
査
対
象
法
人
等

財
団
法
人
福
島
県

体
育
協
会

監
査
対
象
法
人
等

平
成
20年

１
月
22日

執
行
年
月
日

平
成
19年

11月
27日

執
行
年
月
日

2009年
FISフ

リ
ー
ス
タ
イ
ル
ス
キ
ー

世
界
選
手
権
猪
苗
代
大
会
開
催
事
業
補

助
金

27,000,000円

監
査
の
対
象

保
健
・
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
関
係
団
体
運

営
事
業
費
補
助
金

5,000,000円
双
葉
地
区
教
育
構
想
推
進
事
業
費
補
助

金
19,134,000円

体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業
費
補
助
金

249,516,648円
2009年

FISフ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
ス
キ
ー

世
界
選
手
権
猪
苗
代
大
会
開
催
事
業
費

補
助
金

42,106,731円
泉
崎
国
際
サ
イ
ク
ル
ス
タ
ジ
ア
ム
補
助

金
2,422,000円

う
つ
く
し
ま
広
域
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

負
担
金

73,222,414円

監
査
の
対
象

加
藤
雅
美

�
野
宏
之

担
当
監
査
委
員

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

担
当
監
査
委
員

学
校
法
人
今
泉
学

園 監
査
対
象
法
人
等

学
校
法
人
福
島
文

化
学
園

監
査
対
象
法
人
等

会

平
成
19年

12月
20日

執
行
年
月
日

平
成
20年

１
月
28日

執
行
年
月
日

私
立
専
修
学
校
運
営
費
補
助
金
3,256,000円

私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
(一
般
補
助
)

96,168,000円
私
立
幼
稚
園
子
育
て
支
援
推
進
事
業
補

助
金

3,030,000円
私
立
幼
稚
園
心
身
障
が
い
児
教
育
費
補

助
金

4,704,000円
私
立
幼
稚
園
同
時
在
園
児
保
育
料
軽
減

事
業
補
助
金

775,183円
私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
軽
減
事
業
補

助
金

1,626,000円

監
査
の
対
象

私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
(一
般
補
助
)

90,238,000円
私
立
幼
稚
園
子
育
て
支
援
推
進
事
業
補

助
金

4,210,000円
私
立
幼
稚
園
心
身
障
が
い
児
教
育
費
補

助
金

7,840,000円
私
立
幼
稚
園
同
時
在
園
児
保
育
料
軽
減

事
業
補
助
金

675,283円

監
査
の
対
象

小
桧
山
善
継

音
高
純
夫

担
当
監
査
委
員

小
桧
山
善
継

音
高
純
夫

担
当
監
査
委
員

�
検
診
・
検
査
機
器
な
ど
の
什
器
備
品
の
購
入
手
続
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(協
会
の
経
理
規
程
に
定
め
る
方
法
に
拠
ら
ず
､
単
独
随
意
契
約
に
よ
り
購
入
し
て
い
る
｡
)

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
教
育
庁
)

｢指
導
事
項
｣

�
工
事
の
変
更
契
約
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(請
負
業
者
の
見
積
書
を
そ
の
ま
ま
変
更
請
負
代
金
算
出
の
設
計
書
と
し
て
い
る
｡
)

○
下
記
の
と
お
り
指
摘
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
生
じ
な
い
よ
う
適

正
な
事
務
処
理
に
努
め
る
よ
う
指
導
し
た
｡
(所
管
部
局
教
育
庁
)

｢指
摘
事
項
｣

事
務
事
業
の
計
画
的
執
行
に
欠
け
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

｢事
実
｣

組
織
委
員
会
の
平
成
18年
度
事
業
の
当
初
計
画
に
お
い
て
対
象
外
で
あ
っ
た
､
モ
ー
グ
ル
､
デ
ュ

ア
ル
モ
ー
グ
ル
の
種
目
が
事
業
対
象
に
組
み
入
れ
ら
れ
事
業
内
容
も
大
き
く
変
更
さ
れ
た
こ
と
か

ら
､
本
来
は
､
事
業
計
画
変
更
及
び
補
正
予
算
の
措
置
に
つ
い
て
組
織
委
員
会
議
で
議
決
す
べ
き

と
こ
ろ
､
そ
の
手
続
を
行
わ
ず
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

｢是
正
､
留
意
・
改
善
の
意
見
｣

事
業
実
施
に
当
た
っ
て
は
､
関
係
規
程
に
基
づ
き
計
画
的
か
つ
適
正
に
行
う
こ
と
｡

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
総
務
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
補
助
対
象
経
費
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(補
助
対
象
外
経
費
を
含
め
て
申
請
手
続
を
し
て
い
る
｡
)
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社
会
福
祉
法
人
福

島
県
社
会
福
祉
協

議
会

監
査
対
象
法
人
等

学
校
法
人
専
念
寺

学
園

監
査
対
象
法
人
等

平
成
19年

11月
28日

執
行
年
月
日

平
成
20年

１
月
22日

執
行
年
月
日

福
祉
活
動
指
導
員
及
び
事
務
職
員
設
置

事
業
費
補
助
金

72,108,000円
地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業
補
助
金

26,099,000円
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
事
業
補
助
金

19,431,000円
長
寿
社
会
推
進
セ
ン
タ
ー
運
営
費
補
助

金
31,279,000円

運
営
適
正
会
員
設
置
運
営
事
業
補
助
金

監
査
の
対
象

私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
(一
般
補
助
)

94,716,000円
私
立
幼
稚
園
子
育
て
支
援
推
進
事
業
補

助
金

3,510,000円
私
立
幼
稚
園
心
身
障
が
い
児
教
育
費
補

助
金

3,136,000円
私
立
幼
稚
園
同
時
在
園
児
保
育
料
軽
減

事
業
補
助
金

128,450円

監
査
の
対
象

私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
(一
般
補
助
)

96,168,000円
私
立
幼
稚
園
子
育
て
支
援
推
進
事
業
補

助
金

3,030,000円
私
立
幼
稚
園
心
身
障
が
い
児
教
育
費
補

助
金

4,704,000円
私
立
幼
稚
園
同
時
在
園
児
保
育
料
軽
減

事
業
補
助
金

775,183円
私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
軽
減
事
業
補

助
金

1,626,000円

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

担
当
監
査
委
員

小
桧
山
善
継

音
高
純
夫

担
当
監
査
委
員

社
会
福
祉
法
人
田

村
福
祉
会

監
査
対
象
法
人
等

社
会
福
祉
法
人
福

島
県
社
会
福
祉
協

議
会

平
成
20年

１
月
23日

執
行
年
月
日

平
成
19年

11月
28日

老
人
福
祉
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給
金

(こ
ま
ち
荘
)

147,000円
老
人
福
祉
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給
金

(都
路
ま
ど
か
荘
)

1,537,000円
老
人
福
祉
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給
金

(船
引
こ
ぶ
し
荘
)

5,355,000円
老
人
福
祉
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給
金

(と
き
わ
荘
)

221,000円
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

16,337,000円
老
人
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
及
び
設

備
整
備
費
負
担
(補
助
)
金81,507,000円

監
査
の
対
象

福
祉
活
動
指
導
員
及
び
事
務
職
員
設
置

事
業
費
補
助
金

72,108,000円
地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業
補
助
金

26,099,000円
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
事
業
補
助
金

19,431,000円
長
寿
社
会
推
進
セ
ン
タ
ー
運
営
費
補
助

金
31,279,000円

運
営
適
正
会
員
設
置
運
営
事
業
補
助
金

4,740,000円
生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業
推
進
事
務
費

補
助
金

15,918,000円
第
60回
社
会
福
祉
大
会
主
催
者
負
担
金

200,000円

小
桧
山
善
継

音
高
純
夫

担
当
監
査
委
員

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
総
務
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
補
助
金
に
係
る
会
計
処
理
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(補
助
金
の
受
入
科
目
が
適
正
で
な
い
｡
)

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
総
務
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
給
与
の
支
給
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(策
定
し
た
給
料
号
俸
表
の
適
用
を
行
っ
て
い
な
い
｡
)

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
保
健
福
祉
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
助
成
金
の
支
出
事
務
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(助
成
金
の
実
績
報
告
書
の
提
出
が
な
く
､
精
算
行
為
が
さ
れ
て
い
な
い
｡
ま
た
､
支
給
根

拠
や
事
務
手
続
等
を
定
め
た
要
綱
､
要
領
が
制
定
さ
れ
て
い
な
い
｡
)

�
予
算
の
執
行
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(郵
便
切
手
等
を
補
助
事
業
完
了
間
際
の
年
度
末
に
購
入
し
､
翌
年
度
に
繰
り
越
し
て
い
る
｡)

�
補
助
金
の
実
績
報
告
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(補
助
金
の
実
績
報
告
額
に
誤
り
が
あ
る
｡
)

�
社
会
福
祉
大
会
に
お
け
る
負
担
金
収
入
事
務
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(大
会
参
加
費
の
収
入
金
額
が
関
係
資
料
に
よ
り
確
認
で
き
な
い
｡
)
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財
団
法
人
福
島
県

青
少
年
育
成
・
男

女
共
生
推
進
機
構

監
査
対
象
法
人
等

社
会
福
祉
法
人
雄

峰
福
祉
会

監
査
対
象
法
人
等

平
成
19年

11月
30日

執
行
年
月
日

平
成
20年

１
月
23日

執
行
年
月
日

男
女
共
生
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
料

254,465,699円

監
査
の
対
象

老
人
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
及
び
設

備
整
備
費
負
担
(補
助
)
金
155,790,000円

監
査
の
対
象

老
人
福
祉
施
設
整
備
資
金
利
子
補
給
金

(と
き
わ
荘
)

221,000円
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金

16,337,000円
老
人
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
及
び
設

備
整
備
費
負
担
(補
助
)
金81,507,000円

加
藤
雅
美

音
高
純
夫

担
当
監
査
委
員

加
藤
雅
美

�
野
宏
之

担
当
監
査
委
員

財
団
法
人
猪
苗
代

町
振
興
公
社

監
査
対
象
法
人
等

特
定
非
営
利
活
動

法
人
福
島
県
ベ
ン

チ
ャ
ー
・
SO
H
O・

テ
レ
ワ
ー
カ
ー
共

働
機
構

監
査
対
象
法
人
等

社
団
法
人
福
島
県

盲
人
協
会

監
査
対
象
法
人
等

平
成
19年

12月
20日

執
行
年
月
日

平
成
20年

１
月
28日

執
行
年
月
日

平
成
20年

１
月
28日

執
行
年
月
日

昭
和
の
森
指
定
管
理
料
15,184,000円

監
査
の
対
象

中
小
企
業
振
興
館
(起
業
支
援
室
)
指

定
管
理
料

23,026,000円

監
査
の
対
象

点
字
図
書
館
指
定
管
理
料35,862,600円

監
査
の
対
象

小
桧
山
善
継

�
野
宏
之

担
当
監
査
委
員

加
藤
雅
美

�
野
宏
之

担
当
監
査
委
員

小
桧
山
善
継

音
高
純
夫

担
当
監
査
委
員

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
保
健
福
祉
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
補
助
金
に
係
る
会
計
処
理
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(補
助
金
の
受
入
科
目
が
適
正
で
な
い
｡
ま
た
､
精
算
分
が
未
収
金
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い

な
い
｡
)

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
保
健
福
祉
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
補
助
金
に
係
る
会
計
処
理
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(補
助
金
が
未
収
金
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
な
い
｡
)

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
生
活
環
境
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
県
か
ら
受
託
し
た
事
業
の
成
果
に
つ
い
て
､
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(委
託
業
務
成
果
報
告
書
に
お
い
て
研
究
内
容
の
成
果
報
告
が
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
)

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
保
健
福
祉
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
公
の
施
設
の
管
理
(指
定
管
理
)
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(基
本
協
定
書
に
基
づ
き
作
成
す
べ
き
基
準
等
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
｡
)

�
公
の
施
設
の
管
理
(指
定
管
理
)
に
係
る
経
費
の
収
支
状
況
報
告
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ

る
｡(計
数
の
誤
っ
た
決
算
を
基
に
収
支
状
況
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
)

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
商
工
労
働
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
公
の
施
設
の
管
理
(指
定
管
理
)
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(基
本
協
定
書
に
基
づ
き
作
成
す
べ
き
規
程
等
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
｡
)
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財
団
法
人
福
島
県

自
然
の
家

監
査
対
象
法
人
等

小
名
浜
マ
リ
ー
ナ

株
式
会
社

監
査
対
象
法
人
等

平
成
20年

１
月
23日

執
行
年
月
日

平
成
19年

12月
20日

執
行
年
月
日

相
馬
海
浜
自
然
の
家
指
定
管
理
料

129,983,000円
い
わ
き
海
浜
自
然
の
家
指
定
管
理
料

173,751,000円
郡
山
自
然
の
家
指
定
管
理
料
126,206,000円

会
津
自
然
の
家
指
定
管
理
料
144,638,000円

監
査
の
対
象

小
名
浜
港
マ
リ
ー
ナ
施
設
指
定
管
理
料

2,714,000円

監
査
の
対
象

加
藤
雅
美

�
野
宏
之

担
当
監
査
委
員

加
藤
雅
美

�
野
宏
之

担
当
監
査
委
員

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
農
林
水
産
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
昭
和
の
森
の
管
理
業
務
(指
定
管
理
)
に
係
る
経
費
の
収
支
状
況
報
告
に
適
切
で
な
い
も
の

が
あ
る
｡

(収
支
状
況
報
告
の
経
費
が
過
大
に
計
上
さ
れ
て
い
る
｡
)

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

(所
管
部
局
土
木
部
)

｢指
導
事
項
｣

�
公
の
施
設
の
管
理
(指
定
管
理
)
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

(基
本
協
定
書
に
基
づ
き
作
成
す
べ
き
規
程
等
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
｡
)

○
検
討
事
項
と
し
た
も
の
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
｡

(所
管
部
局
教
育
庁
)

�
会
計
処
理
の
手
続
に
つ
い
て
､
検
討
を
求
め
た
｡

郵
便
振
替
に
よ
る
施
設
使
用
料
の
郵
便
振
替
手
数
料
に
つ
い
て
､
各
自
然
の
家
に
よ
り
異

な
る
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
｡

利
用
者
に
対
す
る
公
平
の
観
点
か
ら
振
替
手
数
料
の
負
担
に
つ
い
て
検
討
を
要
す
る
｡

利
用
者
負
担

会
津
自
然
の
家
､
い
わ
き
海
浜
自
然
の
家

自
然
の
家
負
担

相
馬
海
浜
自
然
の
家
､
郡
山
自
然
の
家

２
意
見

[知
事
部
局
]

�
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
､
受
託
事
業
と
し
て
の
成
果
確
認
が
不
十

分
で
あ
る
も
の
､
事
業
経
費
の
収
支
状
況
報
告
が
適
切
で
な
い
も
の
､
基
本
協
定
書
に
基
づ
い

て
作
成
す
べ
き
規
程
等
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
も
の
等
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
今
後
は
毎
年
度

の
事
業
報
告
書
等
に
基
づ
き
､
管
理
運
営
状
況
の
把
握
及
び
取
組
実
績
の
評
価
を
協
定
当
事
者

と
し
て
的
確
に
行
う
と
と
も
に
､
当
該
団
体
に
対
し
て
は
必
要
に
応
じ
実
地
調
査
を
行
う
な
ど

履
行
確
認
を
徹
底
さ
れ
た
い
｡

な
お
､
今
後
の
指
定
管
理
者
の
更
新
に
当
た
っ
て
は
､
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
及
び
経
費
の

節
減
な
ど
､
施
設
管
理
の
よ
り
効
果
的
・
効
率
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
､
検
証
・
見
直
し
を
行

う
よ
う
併
せ
て
要
望
す
る
｡

�
公
社
等
外
郭
団
体
(以
下
｢公
社
等
｣
と
い
う
｡
)
に
つ
い
て
は
､
個
々
の
見
直
し
は
実
施

さ
れ
て
い
る
が
､
職
員
の
年
齢
構
成
の
偏
り
や
業
務
の
見
直
し
な
ど
に
よ
り
組
織
運
営
や
職
員

処
遇
に
課
題
の
あ
る
公
社
等
も
あ
る
た
め
､
公
社
等
全
体
を
横
断
的
に
捉
え
た
視
点
か
ら
､
業

務
・
人
員
体
制
に
つ
い
て
適
切
に
助
言
・
指
導
を
行
う
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
｡

[教
育
庁
]

�
補
助
金
に
係
る
事
業
計
画
に
関
し
て
､
適
切
な
対
応
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
認
め
ら
れ

た
こ
と
か
ら
､
今
後
は
的
確
な
事
務
事
業
の
執
行
に
当
た
る
と
と
も
に
､
当
該
団
体
に
対
し
て

は
､
関
係
規
程
に
基
づ
き
計
画
的
か
つ
適
正
に
事
業
を
実
施
す
る
よ
う
､
指
導
を
徹
底
さ
れ
た

い
｡

�
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
､
契
約
等
会
計
処
理
に
不
適
切
な
も
の
が

認
め
ら
れ
た
の
で
､
今
後
当
該
団
体
に
対
し
て
指
導
を
徹
底
さ
れ
た
い
｡

な
お
､
今
後
の
指
定
管
理
者
の
更
新
に
当
た
っ
て
は
､
同
制
度
適
用
の
是
非
並
び
に
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
及
び
経
費
の
節
減
な
ど
､
施
設
管
理
の
よ
り
効
果
的
・
効
率
的
な
在
り
方
に
つ
い

て
､
検
証
・
見
直
し
を
行
う
よ
う
併
せ
て
要
望
す
る
｡

監
査
公
表
第
７
号

平
成
20年
２
月
15日
監
査
公
表
第
１
号
に
よ
り
公
表
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(昭

和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
福
島
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
措
置
状

況
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
公
表
す
る
｡

平
成
20年
３
月
18日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美

福
島
県
監
査
委
員
音
高
純
夫

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

19
財
第
7171

号
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産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
事
務
の
手

続
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

｢事
実
｣

平
成
16年
３
月
５
日
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
違
反
に
よ
り
罰
金
刑
を
受

け
た
有
限
会
社
甲
に
対
し
産
業
廃
棄
物
収
集
運

搬
業
の
許
可
に
つ
い
て
取
消
処
分
を
行
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
､
事
業
者
台
帳
等
へ
の
記
載
を

失
念
し
て
い
た
た
め
､
平
成
18年
４
月
21日
に

更
新
手
続
の
通
知
を
行
っ
た
｡

平
成
18年
９
月
４
日
に
更
新
申
請
書
が
提
出

さ
れ
､
審
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
､
罰
金
刑
を
受

け
て
い
る
事
実
が
確
認
さ
れ
た
｡
申
請
手
数
料

(73,000円
)
に
つ
い
て
は
､
本
庁
に
お
い
て

平
成
18年
12月
５
日
に
還
付
手
続
が
と
ら
れ
た
｡

｢是
正
・
改
善
等
の
意
見
｣

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
事
務
執

行
に
当
た
っ
て
は
､
事
業
者
に
関
す
る
情
報
の

共
有
化
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
内
部
チ
ェ
ッ
ク

機
能
を
強
化
す
る
こ
と
｡

指
摘
事
項

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
事
務
に

つ
い
て
は
､
台
帳
の
再
点
検
を
行
い
､
誤
記

載
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
､
複

数
職
員
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
形
に
体
制
を
整
備

し
､
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
｡

今
回
の
指
摘
を
受
け
､
こ
れ
ら
に
加
え
て
､

処
理
業
者
等
に
関
す
る
情
報
の
一
元
管
理
を

行
う
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
等
情
報
管
理
シ

ス
テ
ム
の
運
用
準
備
作
業
を
行
っ
て
お
り
､

こ
の
中
で
情
報
の
共
有
や
デ
ー
タ
の
チ
ェ
ッ

ク
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
運
用
要
領
を
本
庁
で

作
成
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
(平
成
19

年
12月
３
日
～
(試
験
運
用
)
)｡

今
後
は
､
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う

事
務
の
適
正
な
執
行
に
努
め
ま
す
｡

措
置
状
況

農
産
物
売
払
代
金
収
入
の
調
定
事
務
に
適
切

で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

｢事
実
｣

浜
地
域
研
究
所
に
お
い
て
は
､
甲
農
業
協
同

組
合
と
平
成
18年
度
産
米
の
穀
類
販
売
契
約
を

締
結
し
､
12月
28日
に
｢ひ
と
め
ぼ
れ
(１
等

米
)
｣
108袋

(30㎏
/袋
)
を
引
き
渡
し
､

同
日
売
払
代
金
の
収
入
調
定
(金
額
708,696

円
)
を
行
っ
た
が
､
甲
に
対
し
て
発
行
す
べ
き

納
入
通
知
書
を
職
員
Ａ
宛
て
に
発
行
し
た
上
､

当
該
通
知
書
を
甲
に
送
付
し
た
｡
甲
は
当
該
通

知
書
に
よ
り
代
金
を
納
付
し
た
｡

ま
た
､
有
限
会
社
乙
商
店
に
対
し
て
も
｢コ

シ
ヒ
カ
リ
｣
ほ
か
1,727㎏

の
米
穀
を
引
き
渡

し
､
収
入
調
定
(金
額
265,950円

)
を
行
っ

た
が
､
同
様
に
職
員
Ａ
宛
て
に
納
入
通
知
書
を

発
行
・
送
付
し
､
乙
は
当
該
通
知
書
に
よ
り
代

金
を
納
付
し
た
｡

｢是
正
・
改
善
等
の
意
見
｣

農
産
物
売
払
代
金
の
収
入
調
定
に
当
た
っ
て

は
､
納
入
義
務
者
等
必
要
事
項
に
つ
い
て
十
分

に
確
認
を
行
う
と
と
も
に
内
部
チ
ェ
ッ
ク
の
徹

底
を
図
る
こ
と
｡ 指
摘
事
項

納
入
義
務
者
等
必
要
事
項
の
調
査
決
定
を

確
実
に
行
う
た
め
､
内
部
チ
ェ
ッ
ク
を
複
数

の
職
員
で
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
｡

今
後
は
､
収
入
事
務
の
適
正
な
執
行
に
努

め
ま
す
｡

措
置
状
況

平
成
20年
２
月
22日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美
様

福
島
県
監
査
委
員
音
高
純
夫

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

印□
定
期
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
(通
知
)

平
成
20年

１
月
31日

付
け
19福

監
第
689号

で
報
告
あ
っ
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
､
別
紙
の
と
お
り

措
置
を
講
じ
ま
し
た
の
で
､
地
方
自
治
法
第
199条

第
12項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
｡

定
期
監
査
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て

１
監
査
対
象

総
務
部
相
双
地
方
振
興
局

２
指
摘
事
項
及
び
措
置
の
状
況
に
つ
い
て

定
期
監
査
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て

１
監
査
対
象

農
林
水
産
部
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

２
指
摘
事
項
及
び
措
置
の
状
況
に
つ
い
て

定
期
監
査
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て

１
監
査
対
象

農
林
水
産
部
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

２
指
摘
事
項
及
び
措
置
の
状
況
に
つ
い
て
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委
託
料
の
支
出
に
係
る
事
務
処
理
に
適
切
で

な
い
も
の
が
あ
る
｡

｢事
実
｣

残
留
農
薬
分
析
機
器
の
保
守
点
検
業
務
は
､

委
託
料
を
２
分
の
１
ず
つ
２
期
に
分
け
て
支
払

う
契
約
と
し
て
い
た
が
､
こ
の
う
ち
第
２
期
分

に
つ
い
て
､
業
務
の
履
行
を
確
認
し
た
も
の
の
､

支
出
手
続
を
行
わ
な
い
ま
ま
出
納
整
理
期
間
を

経
過
し
た
た
め
､
当
該
年
度
予
算
に
よ
る
支
払

い
が
不
能
と
な
り
､
平
成
19年
５
月
25日
に
過

年
度
支
出
し
て
い
る
｡

業
務
名ト
リ
プ
ル
ス
テ
ー
ジ
四
重
極
G
C
/M
S/

M
S装
置

保
守
点
検
業
務
委
託

契
約
額
1,890,000円

契
約
期
間
平
成
18年
４
月
１
日
～
平
成
19年
３
月

31日
当
該
年
度
支
払
額

(第
１
期
支
払
分
)

945,000円
(平
成
18年

11月
９

日
支
払
)

(第
２
期
支
払
分
)

945,000円
(平
成
19年

５
月
25

日
支
払
)

｢是
正
・
改
善
等
の
意
見
｣

委
託
料
の
支
出
に
係
る
事
務
処
理
に
当
た
っ

て
は
､
関
係
規
程
に
基
づ
き
適
正
に
行
う
と
と

も
に
､
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
を
図
る
こ
と
｡

指
摘
事
項

支
出
状
況
に
つ
い
て
､
複
数
の
職
員
に
よ

り
確
認
す
る
こ
と
と
し
､
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を

強
化
し
ま
し
た
｡

今
後
は
､
支
出
事
務
の
適
正
な
執
行
に
努

め
ま
す
｡

措
置
状
況

契
約
の
事
務
手
続
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ

る
｡｢事
実
｣

電
源
立
地
促
進
工
事
(道
路
改
良
工
事
)
に

お
い
て
､
平
成
18年
８
月
28日
付
で
当
初
請
負

額
21,000,000円

で
契
約
し
た
｡
そ
の
後
､
平

成
19年
２
月
５
日
付
で
､
家
屋
へ
の
進
入
路
を

変
更
計
上
す
る
な
ど
の
理
由
で
設
計
変
更
を
行
っ

た
結
果
､
道
路
改
良
工
事
の
変
更
増
額
分
を
含

め
変
更
請
負
額
が
31,030,650円

に
増
額
さ
れ

た
｡こ
の
進
入
路
工
事
は
道
路
改
良
工
事
と
の
距

離
が
相
当
程
度
離
れ
て
お
り
､
本
道
路
改
良
工

指
摘
事
項

通
勤
手
当
の
支
給
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ

る
｡｢事
実
｣

職
員
Ａ
他
３
名
に
係
る
通
勤
手
当
に
つ
い
て
､

高
速
自
動
車
国
道
を
利
用
し
な
い
日
数
が
１
月

の
勤
務
を
要
す
る
日
の
う
ち
７
日
を
超
え
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
高
速
自
動
車
国
道
等
利

用
職
員
と
し
た
通
勤
手
当
額
を
支
給
し
て
い
る
｡

正
当
支
給
額

149,300円
既
支
給
額

310,737円
過
支
給
額

161,437円

｢是
正
・
改
善
等
の
意
見
｣

通
勤
手
当
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
､
支
給
要

件
を
十
分
確
認
の
上
､
適
正
に
行
う
こ
と
｡

指
摘
事
項

契
約
の
変
更
に
つ
き
ま
し
て
は
､
今
後
と

も
現
地
の
精
査
に
基
づ
き
､
適
正
な
設
計
・

積
算
に
努
め
る
と
と
も
に
､
事
業
推
進
の
た

め
の
追
加
工
事
は
新
た
な
発
注
を
原
則
と
し
､

よ
り
一
層
の
競
争
性
､
透
明
性
の
確
保
に
努

め
ま
す
｡

措
置
状
況

支
給
内
容
を
精
査
確
認
し
､
平
成
19年
12

月
27日
ま
で
に
返
納
処
理
を
行
い
ま
し
た
｡

今
後
は
､
確
認
行
為
を
確
実
に
行
い
､
支

給
事
務
の
適
正
な
執
行
に
努
め
ま
す
｡

措
置
状
況

定
期
監
査
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て

１
監
査
対
象

農
林
水
産
部
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

２
指
摘
事
項
及
び
措
置
の
状
況
に
つ
い
て

定
期
監
査
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て

１
監
査
対
象

土
木
部
相
双
建
設
事
務
所

２
指
摘
事
項
及
び
措
置
の
状
況
に
つ
い
て
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ア
・
イ
と
ウ
が
重
複
し
て
い
る
｡

ウ
乙
株
式
会
社

イ
乙
株
式
会
社

ア
甲
株
式
会
社

(鮫
川
)

河
川
占
用
許
可
に
係
る
事
務
処
理
に
適
切
で
な
い
も
の
が

あ
る
｡

｢事
実
｣

鮫
川
及
び
新
川
外
７
河
川
に
係
る
甲
株
式
会
社
及
び
乙
株

式
会
社
に
対
し
て
既
に
許
可
し
て
い
る
光
ケ
ー
ブ
ル
に
つ
い

て
､
甲
株
式
会
社
か
ら
乙
株
式
会
社
へ
の
光
ケ
ー
ブ
ル
事
業

移
管
に
伴
う
河
川
法
上
の
事
務
手
続
に
お
い
て
､
平
成
19年

３
月
に
決
裁
日
を
平
成
18年
４
月
１
日
に
遡
及
し
､
重
複
し

た
占
用
許
可
及
び
工
作
物
の
新
築
等
許
可
を
行
い
､
占
用
料

も
重
複
し
て
納
入
さ
せ
た
｡

指
摘
事
項

電
源
立
地
促
進
工
事
(道
路
改
良
工
事
)
に

お
い
て
､
平
成
18年
８
月
28日
付
で
当
初
請
負

額
21,000,000円

で
契
約
し
た
｡
そ
の
後
､
平

成
19年
２
月
５
日
付
で
､
家
屋
へ
の
進
入
路
を

変
更
計
上
す
る
な
ど
の
理
由
で
設
計
変
更
を
行
っ

た
結
果
､
道
路
改
良
工
事
の
変
更
増
額
分
を
含

め
変
更
請
負
額
が
31,030,650円

に
増
額
さ
れ

た
｡こ
の
進
入
路
工
事
は
道
路
改
良
工
事
と
の
距

離
が
相
当
程
度
離
れ
て
お
り
､
本
道
路
改
良
工

事
と
の
契
約
の
一
体
性
が
な
い
も
の
で
あ
り
､

本
来
別
途
契
約
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
設
計
変
更

で
処
理
し
て
い
る
｡

｢是
正
・
改
善
等
の
意
見
｣

契
約
(設
計
図
書
の
変
更
)
の
事
務
手
続
に

当
た
っ
て
は
､
変
更
の
内
容
､
規
模
等
を
勘
案

し
､
適
正
に
行
う
こ
と
｡

平
成
18年

４
月
１
日

平
成
12年

７
月
31日

平
成
12年

７
月
31日

許
可
日

平
成
28年
３
月
31日

200芯

平
成
22年
３
月
31日

(持
ち
分
8芯
/200芯

)

平
成
22年
３
月
31日

(持
ち
分
192芯

/200芯
)

許
可
期
限

よ
り
一
層
の
競
争
性
､
透
明
性
の
確
保
に
努

め
ま
す
｡

78,250円

78,250円 0円

占
用
料

１
乙
株
式
会
社
に
対
す
る
許

可
が
二
重
に
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た
た
め
､
平

成
19年
10月
30日
付
で
許
可

取
消
を
行
い
ま
し
た
｡

(取
り
消
し
た
許
可
)

�
平
成
18年
４
月
１
日
付
福

島
県
指
令
い
建
第
12-175

号
�
平
成
18年
４
月
１
日
付
福

島
県
指
令
い
建
第
12-177

号
２
許
可
取
消
に
よ
り
生
じ
た

過
納
金
(78,250円

､
18,000

円
)
に
つ
い
て
は
､
許
可
取

消
と
同
時
に
平
成
19年
10月

30日
付
で
戻
出
命
令
を
行
い

ま
し
た
｡

３
過
納
金
に
対
す
る
還
付
加

算
金
(1,500円

)
に
つ
い

て
は
､
平
成
20年
１
月
11日

付
で
支
出
命
令
を
行
い
ま
し

措
置
状
況

｢是
正
・
改
善
等
の
意
見
｣

河
川
占
用
許
可
に
係
る
事
務
処
理
に
当
た
っ
て
は
､
関
係

規
程
に
基
づ
き
適
正
に
行
う
と
と
も
に
許
可
状
況
を
十
分
確

認
す
る
こ
と
｡

エ
・
オ
と
カ
が
重
複
し
て
い
る
｡

カ
乙
株
式
会
社

オ
乙
株
式
会
社

エ
甲
株
式
会
社

(新
川
外
７
河
川
)

ア
・
イ
と
ウ
が
重
複
し
て
い
る
｡

ウ
乙
株
式
会
社

イ
乙
株
式
会
社

ア
甲
株
式
会
社

(鮫
川
)

平
成
18年

４
月
１
日

平
成
11年

３
月
17日

平
成
11年

３
月
17日

許
可
日

平
成
18年

４
月
１
日

平
成
12年

７
月
31日

平
成
12年

７
月
31日

許
可
日

平
成
28年
３
月
31日

600芯

平
成
20年
３
月
31日

(持
ち
分
8芯
/600芯

)

平
成
20年
３
月
31日

(持
ち
分
592芯

/600芯
)

許
可
期
限

平
成
28年
３
月
31日

200芯

平
成
22年
３
月
31日

(持
ち
分
8芯
/200芯

)

平
成
22年
３
月
31日

(持
ち
分
192芯

/200芯
)

許
可
期
限

18,000円

18,000円 0円

占
用
料

78,250円

78,250円 0円

占
用
料

号
２
許
可
取
消
に
よ
り
生
じ
た

過
納
金
(78,250円

､
18,000

円
)
に
つ
い
て
は
､
許
可
取

消
と
同
時
に
平
成
19年
10月

30日
付
で
戻
出
命
令
を
行
い

ま
し
た
｡

３
過
納
金
に
対
す
る
還
付
加

算
金
(1,500円

)
に
つ
い

て
は
､
平
成
20年
１
月
11日

付
で
支
出
命
令
を
行
い
ま
し

た
｡

今
後
は
､
占
用
許
可
申
請
内

容
及
び
許
可
状
況
を
十
分
に
確

認
し
､
関
係
規
程
に
基
づ
き
適

正
な
事
務
処
理
に
努
め
ま
す
｡

定
期
監
査
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て

１
監
査
対
象

土
木
部
い
わ
き
建
設
事
務
所

２
指
摘
事
項
及
び
措
置
の
状
況
に
つ
い
て

監
査
公
表
第
８
号

平
成
20年
２
月
15日
監
査
公
表
第
１
号
に
よ
り
公
表
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(昭

和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
福
島
県
教
育
委
員
会
委
員
長
か
ら
次
の

と
お
り
措
置
状
況
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
公
表
す
る
｡

平
成
20年
３
月
18日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美

福
島
県
監
査
委
員
音
高
純
夫

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

19
教
総
第
1189号

平
成
20年
２
月
27日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美
様

福
島
県
監
査
委
員
音
高
純
夫

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

福
島
県
教
育
委
員
会
委
員
長

印□
定
期
監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て
(通
知
)
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○
指
摘
事
項

(そ
の
他
の
収
入
事
務
)

現
金
の
取
扱
事
務
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ

る
｡(事
実
の
概
要
)

現
金
の
収
納
に
十
分
な
注
意
を
払
わ
な
か
っ

た
た
め
､
現
金
等
納
付
書
に
よ
り
､
｢３
年
生

の
７
・
８
月
分
の
授
業
料
｣
と
し
て
18,600円

が
誤
っ
て
二
重
に
納
入
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い

る
が
､
会
計
帳
票
及
び
保
護
者
へ
の
調
査
に
よ
っ

て
も
納
入
者
の
確
認
が
で
き
な
い
ま
ま
と
な
っ

て
い
る
｡

(是
正
､
留
意
・
改
善
の
意
見
)

現
金
の
取
扱
事
務
に
当
た
っ
て
は
､
関
係
規

程
に
よ
り
適
正
に
行
う
と
と
も
に
､
内
部
で
の

チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
徹
底
を
図
る
こ
と
｡

指
摘
事
項

現
金
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
､
関
係
規

程
に
基
づ
き
適
正
な
執
行
を
図
る
と
と
も
に
､

複
数
の
職
員
に
よ
り
､
関
係
帳
票
､
金
額
､

処
理
日
の
確
認
を
行
う
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
体

制
を
徹
底
し
ま
す
｡

授
業
料
に
つ
い
て
は
､
収
入
済
通
知
書
と

現
金
納
付
書
の
突
合
､
保
管
現
金
の
確
認
等

を
徹
底
し
て
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
｡

ま
た
､
二
重
納
入
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い

る
収
入
18,600円

に
つ
い
て
は
､
引
き
続
き

納
入
者
の
調
査
を
進
め
､
納
入
者
が
判
明
し

た
時
点
で
返
還
す
る
こ
と
と
し
ま
す
｡

措
置
状
況

平
成
20年
１
月
31日
付
け
19福
監
第
689号

で
報
告
の
あ
り
ま
し
た
定
期
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
､

下
記
の
と
お
り
措
置
し
ま
し
た
の
で
､
地
方
自
治
法
第
199条

第
12項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
｡

記
１
監
査
対
象
公
所

相
馬
農
業
高
等
学
校
(指
摘
)

２
指
摘
事
項
及
び
措
置
の
状
況
に
つ
い
て

別
紙
の
と
お
り

相
馬
農
業
高
等
学
校

(別
紙
)
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